
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【すべての町民が健やかで心豊かに生活できる健康なまちづくりの推進】 
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矢 巾 町 

健康やはば 21（第３次） 

 



 

 

 

は じ め に 

 

健康で、心豊かで幸せな生活を送ることは、町民すべての願 

いであり、令和６年度から始まる第８次矢巾町総合計画では、 

「みんなで築く 躍動感あふれ幸せな未来へ進化するまち 

やはば」を基本理念に、施策の柱のひとつとして、「誰一人 

取り残さない社会を目指すまちづくり」を掲げ、生涯を通じた健康づくりの推進、地域協

働による健康づくりの推進を施策としているところでございます。 

本町の健康施策の状況は、平成 14年３月に「健康やはば 21」を策定し、「自分が健康で

あると感じられる健康な町」をスローガンに掲げ、同年４月から国のヘルスアップ事業を

導入した生活習慣病対策に取り組み、平成 15年には「矢巾町健康長寿のまち宣言」を行い、

町民および各機関の皆様方と連携しながら、健康づくり事業を実施してまいりました。 

平成 26年３月には「健康やはば 21（第２次）」を策定し、「安心で生きがいのある健康長

寿のまちづくりの推進」をスローガンに掲げ、健康寿命の延伸を図り、生涯を通じて健康

で生き生きと暮らせるよう健康づくり運動を推進してきました 

この度、「健康やはば 21（第２次）」の見直し時期に当たることから、令和 17年度までを

計画期間とした「健康やはば 21（第３次）」計画を策定しております。人生 100年時代を迎

え、社会が多様化し健康課題も多様化する中「誰一人取り残さない健康づくり」を推進し、

一人ひとりが生涯を通じて健康で生きいきと暮らせるよう充実したまちづくりを目指しま

す。 

本計画に掲げた目標と様々な施策は、町民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、関

係機関・団体等のそれぞれの特性を活かし、地域・社会全体で支える環境を整えながら推

し進めていきたく、町民および関係者の皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

そして、本計画が矢巾町民の誰一人取り残さない健康な生活を支える行動指針となり、

皆様の幸せにつながることを御祈念申し上げます。 

結びに、本計画を策定するに当たり、真摯に御審議を賜りました「矢巾町健康づくり協

議会」「矢巾町生きいきまちづくり委員会」の各委員の皆様に、心から感謝を申し上げます。  

 

 令和６年３月          

矢巾町長 高橋 昌造 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

 

わが国では、年々平均寿命が伸びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、生活

習慣等に起因する、がん、糖尿病、循環器疾患などの生活習慣病や、認知症など疾病

構造が変化してきました。また、平均寿命の延伸の一方で、寝たきりなどの要介護状

態になる人々が増加し、病気を治すことはもちろんですが、介護のための社会的負担

を減らすことも重要であると考えられるようになっています。 

このことから、これまで、平均寿命のみならず健康寿命を伸ばす健康づくりに取り

組み、着実に延伸してきたところです。 

一方で、一次予防に関連する指標の悪化や、全体としては改善していても、一部の

性・年代では悪化している指標があるといった課題が指摘されています。 

このような状況の中、国では、これまでの「健康日本２１（第二次）」を見直し、新

たな「健康日本２１（第三次）」において、目指すべき姿を、「すべての国民が健やか

で心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」とし、計画の基本方向として、①健康

寿命の延伸・健康格差※の縮小、②個人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向

上、④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり、の４つを示しています。 

岩手県においても、令和５年度中の「健康いわて２１プラン（第二次）」の見直しに

取り組んでいます。 

本町でも、平成 12年に国が示した「21世紀における国民健康づくり運動（「健康日

本 21」）」の施行を受け、平成 14年３月に「健康やはば 21」、平成 26年３月に「健康

やはば 21（第２次）」を策定し、健康づくり運動を推進してきました。今回、計画の

見直し時期にあたることから、これまでの健康づくり施策を評価した上で、町民の健

康づくりをさらに推し進めるための新たな計画を策定します。 

※健康格差：地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差と定義される

（出典：健康日本２１（第三次）の推進のための説明資料） 
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２ 健康づくり運動の経緯と今後の方向 

 

（１）これまでの健康づくり運動 

わが国の健康増進に係る取組は、昭和 53年の「第１次国民健康づくり対策」から

数次にわたって展開されてきています。 

 

▶第 1次健康づくり対策 

（昭和 53年～） 

健康づくりは、国民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という自覚を持つこ

とが基本であり、行政としてはこれを支援するため、国民の多様な健康ニーズに対応

しつつ、地域に密着した保健サービスを提供する体制を整備していく必要があるとの

観点から、①生涯を通じる健康づくりの推進、②健康づくりの基盤整備、③健康づく

りの普及啓発、の三点を柱として取組を推進。 

 

▶第２次国民健康づくり対策【アクティブ８０ヘルスプラン】 

（昭和 63年～） 

第１次の対策などこれまでの施策を拡充するとともに、運動習慣の普及に重点を置

き、栄養・運動・休養の全ての面で均衡のとれた健康的な生活習慣の確立を目指すこ

ととし、各種の取組を推進。 

 

▶第３次国民健康づくり対策【21世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）】 

（平成 12年～） 

壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とし、

生活習慣病及びその原因となる生活習慣等の国民の保健医療対策上重要となる課題に

ついて、10年後を目途とした目標等を設定し、国及び地方公共団体等の行政にとどま

らず広く関係団体等の積極的な参加及び協力を得ながら、「一次予防」の観点を重視し

た情報提供等を行う取組を推進。 

 

▶第４次国民健康づくり対策 【21世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本 

21（第二次））】（平成 25（2013）年～） 

少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、

子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライ

フステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階）に応じて、

健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、その結果、社会保障制度が持続

可能なものとなるよう、国民の健康の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、

健康づくりを推進。生活習慣病の予防（ＮＣＤの予防）、社会生活を営むために必要な

機能の維持及び向上等により、健康寿命を延伸し、また、あらゆる世代の健やかな暮

らしを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格差の縮小を実現すること

を最終的な目標とした。  
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（２）今後の健康づくり運動 

 

国では、「健康日本 21（第三次）」のビジョン（図表）を、「全ての国民が健やかで

心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」とし、そのために、①誰一人取り残さ

ない健康づくりの展開（ Inclusion）、②より実効性をもつ取組の推進

（Implementation）を通じて、国民の健康増進の総合的な推進を図るとされていま

す。 

ビジョン実現のため、基本的な方向を①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個

人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチ※を

踏まえた健康づくりの４つとしています。 

それぞれの関係性は、図表のとおりです。個人の行動と健康状態の改善を促す社

会環境の質の向上という関係性を念頭に置いて取り組みを進めることで、健康寿命

の延伸・健康格差の縮小の実現を目指します。なお、個人の行動と健康状態の改善

のみが健康増進につながるわけではなく、社会環境の質の向上自体も健康寿命の延

伸・健康格差の縮小のための重要な要素であることに留意が必要です。加えて、ラ

イフコースアプローチも念頭に置きます。 

※ライフコースアプローチ：胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた

健康づくり 

 

図表 ■健康日本２１（第三次）のビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：健康日本２１（第三次）の推進のための説明資料 
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出典：健康日本２１（第三次）の推進のための説明資料 

 

３ 計画の位置づけ 

 

本計画は、健康増進法に規定される市町村健康増進計画であり、町民が主体とな

って健康づくりに取り組むための行動指針です。 

また、家庭、地域、ＮＰＯ（特定非営利団体）、企業、学校、幼稚園、保育園、認

定こども園、検診機関、医療機関、医師・歯科医師会等の各関係団体を住民の健康

づくりサポーターとして位置づけ、町民一人ひとりの健康を実現するための行動指

針でもあります。 

本計画は、国の「健康日本２１（第三次）」、岩手県の「健康いわて２１プラン（第

３次）」、町の「第８次矢巾町総合計画」との整合性を図るとともに、町の各種関連

計画と相互に連携しながら推進するものです。 

なお、本計画は食育基本法に基づく食育推進計画を取り込んだ計画とするもので

す。 
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４ 計画の期間 

 

・本計画の期間は、令和６年度を初年度とし、令和 17年度までの 12年間とします。 

・計画の中間年にあたる令和 11 年度を目途に中間評価を行い、その結果を踏まえて、

基準とする数値や目標値等も含め、必要に応じて計画を見直すこととします。 

・目標年度を令和 15年度とし、令和 16年度を目途に最終評価を行います。 

・目標年度とする令和 15 年度以降も令和 17 年度までの計画期間中は引き続き取り組

みを推進します。 

 

■計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の策定体制 

 

健康づくりとそれに対する支援のあり方については、広く町民の生活習慣や健康

課題、保健医療施策に対するニーズを把握し、それを反映させるよう配慮する必要

があります。そこで、本計画策定・推進に当たっては、以下のような取り組みを行

っています。 

 

（１）健康やはば２１（第３次）策定委員会 

本計画の策定にあたっては、健康づくりの主役である町民とそれを支援する関係

団体や行政が健康づくりに関して共通認識をもち、一体となって取組む必要があり

ます。 

そこで、住民参加により計画を策定する場として、町民一人ひとりが健康で生き

がいを持ち安心して生涯を過ごせる地域社会を確立する方策を検討することを目的

に、「矢巾町健康づくり協議会」「矢巾町生きいきまちづくり委員会」等を「健康や

はば２１（第３次）策定委員会」として位置づけ、各団体代表者、学識経験者等が

参画し、計画案を検討しました。 

  

平成24年度 平成25年度 平成26年度 令和5年度 令和6年度 令和11年度 令和17年度 令和18年度

見直し

中間評価 見直し 次期計画

健康やはば21

健康やはば21（第2次）

健康やはば21（第3次）

～ ～ ～
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（２）健康意識調査の実施 

町民の生活習慣や健康づくりに対する意識等を把握し、計画策定の基礎資料とす

るために、アンケート調査を実施しました。 

 

■健康意識調査の実施概要 

調査対象 ・満 18歳以上の町内在住者 

抽出方法 ・住民基本台帳からの無作為抽出 

調査方法 ・郵送による配布・回収 

調査期間 ・令和４年９月～10月 

回収結果 ・配布数：1,500件、有効回収数：706件（有効回収率：47.1％） 

 

 

■食育アンケートの実施概要 

調査対象 

・矢巾町内保育園・認定こども園（13園） 

・矢巾町内小中学校（６校） 

上記、町内施設へ通う乳幼児・児童生徒及び保護者 

抽出方法 ・全施設悉皆調査 

調査方法 ・施設を通じての配布・インターネット回答 

調査期間 ・令和４年 12月～令和５年 1月 

回収結果 ・配布数：3,025件、有効回収数：993件（有効回収率：32.8％） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 矢巾町の現状 
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第２章 矢巾町の現状 

１ 人口動態 

（１）人口推移 

矢巾町の人口は、緩やかな減少傾向で推移し、令和５年４月１日現在では、26,458人

となっています。 

年齢３区分人口では、15歳未満の年少人口が減少傾向にあり、65歳以上の高齢者人

口が増加傾向にあることから、少子高齢化の進展がみられます。 

また、年齢３区分人口構成では、15歳未満の年少人口割合の減少と 65歳以上の高齢

者人口割合（高齢化率）の増加が顕著であり、令和５年４月１日現在では、年少人口割

合 11.9％、高齢者人口割合 28.3％となっています。 

 

■年齢３区分別人口 

資料：住民基本台帳 各年４月１日現在  

■年齢３区分別人口割合 

資料：住民基本台帳 各年４月１日現在  

3,597 3,512 3,439 3,321 3,146 

16,744 16,619 16,268 16,072 15,813 

6,932 7,096 7,272 7,399 7,499 

27,273 27,227 26,979 26,792 26,458 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

（人）

15歳未満 15～64歳 65歳以上 総人口

13.2 12.9 12.7 12.4 11.9

61.4 61.0 60.3 60.0 59.8

25.4 26.1 27.0 27.6 28.3

0

20

40

60

80

100

平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

(%)

15歳未満 15～64歳 65歳以上



 

8 

 

（２）人口ピラミッド 

令和５年４月１日現在での人口ピラミッドをみると、年少人口が少なく将来の人口

減少が予測される「壺型」となっています。また、平成 25年４月１日最も多かった 60

歳から 64歳が令和５年４月１日現在では 70歳から 74歳となり、15歳以下の人口が減

少しており、少子高齢化の加速が著しい状況です。 

■人口ピラミッド                     
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（３）人口推計 

令和２年１月１日の住民基本台帳人口を基本とし、令和 32 年までの 30 年を１年

ごとにコーホート要因法※により推計すると、総人口は令和９年に 28,445 人とピー

クを迎え、その後は減少傾向にあり 10年後の令和 15年には、27,918人、令和 32年

には 24,757人に減少すると予測されます。 

また、令和 17 年には高齢化率が 30.8％にまで達すると予測され、人口のおよそ

３割が高齢者となります。 

 

■総人口の将来推計 

 

資料：矢巾町将来人口推計（令和 4 年 3月） 

 

■年齢３区分別人口推計の構成割合 

資料：矢巾町将来人口推計（令和 4 年 3月） 

※コーホート要因法・・・人口を年齢区分別に区分し、別途設定した性別年齢別の仮定値「①性別年齢別生残率」「②

性別年齢別純移動率」によって、翌年１歳年長の人口を求めるとともに、特殊要因として「③開発人口（大規模住宅

開発による人口増）」を加えて将来事項を推計する。新たに出生する人口は、出生に関する仮定値（「④女性の年齢別

出生率」、「⑤出生児の性比」）を年齢別の女性人口に乗じて、性別出生数を算出する。  
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（４）世帯の状況 

国勢調査によると、世帯数は増加傾向で推移し、平成 22 年から平成 27 年の５年

で 1,044世帯増加し、令和２年の世帯数は 10,956世帯となっています。 

また、世帯数は増加しているものの、１世帯あたりの人員は減少傾向で推移し、

令和２年では、2.56人となっています。 

 

■世帯の状況 

資料：国勢調査 

 

（５）出生率・死亡率 

出生率は、県平均よりは高い値で推移しているものの、平成 29年に 8.1であった

ものが令和３年では 6.1と減少傾向で推移しています。 

死亡率は、県平均よりは低い値で推移しているものの、平成 29年に 8.9であった

ものが令和２年では 9.6と横ばいから増加傾向で推移しています。 

 

■出生率（人口千対） 

資料：岩手県保健福祉年報 
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■死亡率（人口千対） 

資料：岩手県保健福祉年報 

 

（６）合計特殊出生率 

合計特殊出生率は、全国平均や県平均より低い数値で推移しており、令和３年は、

全国平均と同じ 1.30となっています。 

 

■合計特殊出生率 

資料：岩手県保健福祉年報 

※合計特殊出生率・・・一人の女性が一生の間に生むとされる子どもの数を表す数値 

           矢巾町は５年間の平均値で算出  
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（７）自然増減（出生・死亡数）、社会増減（転入・転出） 

自然増減は、死亡数が出生数を上回り、マイナスで推移しています。社会増減の

推移をみると、平成 25 年から平成 31 年にかけ転入数が転出数を上回り増加傾向に

ありましたが、令和２年はマイナスで推移しています。 

資料：矢巾町将来人口推計（令和 4 年 3月） 

 

（８）平均寿命 

国勢調査を基にした生命表による平均寿命は、令和２年の男性は、県平均より高

く国平均より低い 81.1年となっています。また、女性は、県平均より高く国平均と

同じ 87.6年となっています。 

 

■平均寿命（男性） 

                     資料：生命表 
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■平均寿命（女性）  

                      資料：生命表 

（９）健康寿命 

健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）は、岩手県の令和元年の男性が 71.39

年、女性が 74.69年となっており全国をいずれも下回っています。 

■健康寿命（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■健康寿命（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   資料：厚生労働省 健康日本 21（第二次）推進専門委員会資料 
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２ 死因等について 

 

（１）死因別死亡数 

最も多い死因は、悪性新生物となっており、平成 30年からは老衰が２位もしくは

３位となっています。また、国においても悪性新生物が最も多く、次いで心疾患・

老衰・脳血管疾患が多い死因となっています。 

 

■死因順位（矢巾町） 

  平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

1 位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 

2 位 心疾患 老衰 心疾患 
心疾患 
老衰 

心疾患 

3 位 脳血管疾患 心疾患 老衰 脳血管疾患 老衰 

4 位 肺炎 脳血管疾患 脳血管疾患 肺炎 脳血管疾患 

5 位 自殺 肺炎 不慮の事故 不慮の事故 肺炎 

資料：岩手県保健福祉年報 

 

■死因順位（岩手県） 

  平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

1 位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 

2 位 心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 

3 位 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 

4 位 老衰 老衰 老衰 老衰 老衰 

5 位 肺炎 
不整脈 

及び伝導障害 
肺炎 肺炎 肺炎 

資料：岩手県保健福祉年報 

  

■死因順位（国） 

 

資料：人口動態統計 

■矢巾町悪性新生物部位別死亡の順位（平成 29年～令和３年の５年合計） 

 

 

 

資料：岩手県保健福祉年報 

  平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

1 位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 

2 位 心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 

3 位 脳血管疾患 老衰 老衰 老衰 老衰 

4 位 老衰 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 

5 位 肺炎 肺炎 肺炎 肺炎 肺炎 

 男 女 合計 

１位 肺 大腸・膵臓 肺 

２位 大腸 肺 大腸 

３位 胃・肝臓 乳 膵臓 
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（２）標準化死亡比（ＳＭＲ）※ 

全国の死亡率を 100 としたときの平成 29 年～令和３年の標準化死亡比をみると、

男性は「自殺」、「肺がん」の標準化死亡比が高いことがわかります。女性は「肝疾

患」、「肝がん」の標準化死亡比が高いことがわかります。 

 

■標準化死亡比（男性）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県環境保健研究センター  

 

■標準化死亡比（女性）     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県環境保健研究センター  

※標準化死亡比(ＳＭＲ) 
標準とする人口集団（例えば全国）と同じ年齢階級別死亡率を持つとしたら、その集団で何人の死亡

が発生するかを予測し（これを期待値といいます）、実際に観察された死亡数を、期待値で割った値で
す。国の平均を 100 としており、標準化死亡比が 100 以上の場合は国の平均より死亡率が高いと判断さ
れ、100以下の場合は死亡率が低いと判断されます。  
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３ 医療費について 

 

（１）国民健康保険における医療費の推移 

国民健康保険における医療費は、新型コロナウイルス感染症が拡大し始めた令和

２年度は減少しましたが、令和４年度では 2,230,954千円となっています。 

また、一人あたりの医療費も令和２年度は減少しましたが、令和４年度では、

467,215円となっており、県平均と比較しても高額となっています。 

 

■医療費の推移 

 
資料：いわて国保の実態 

 

■一人あたりの医療費の推移 

資料：いわて国保の実態 
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（２）後期高齢者医療保険における医療費の推移 

後期高齢者医療保険の医療費は増加傾向で推移し、令和４年度には、3,137,967千

円となっています。 

また、一人あたりの医療費は、横ばい傾向で推移していますが、県平均と比較す

ると高額となっています。 

 

■医療費の推移 

 

資料：岩手県後期高齢者医療広域連合 

 

■一人あたりの医療費の推移 

資料：岩手県後期高齢者医療広域連合 
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４ 就業状況について 

（１）就業状況 

男女別就業状況では、男性の就業率は減少傾向にあり、女性は横ばいで、令和２

年では男性 65.0％、女性 52.8％となっています。 

男女別産業分類は、男性、女性共に、３次産業の従事者が多く、年々割合が増加

しています。 

男女年齢別の就業率をみると、令和２年の女性は 25歳～74歳の年代で平成 27年

度と比べて就業率の増加傾向がみられます。 

 

■男女別就業状況 

資料：国勢調査 

 

■男女別産業分類 

（男性）                （女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

資料：国勢調査 

77.9
73.5

68.8 66.1 65.0

55.5 53.7 50.8 50.8 52.8

0

20

40

60

80

100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（％）（人）

男 就業者 女 就業者 男 就業率 女 就業率

14.9

12.3

9.0

8.8

6.6

16.5

12.2

11.8

11.6

10.2

68.6

75.5

79.2

79.7

83.2

0 20 40 60 80 100

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和2年

（％）

1次産業 2次産業 3次産業

10.6

9.9

9.3

9.1

8.0

25.3

22.7

22.3

21.3

21.0

64.1

67.4

68.4

69.6

71.0

0 20 40 60 80 100

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和2年

（％）

1次産業 2次産業 3次産業



 

19 

 

 

■男女年齢別就業率 

（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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資料：国勢調査 
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５ 要介護認定者について 

 

（１）要介護認定者の推移 

要介護（要支援）認定者数は年々増加傾向で推移し、令和５年３月末現在の認定

者数は、1,259人となっています。 

給付費についても年々増加傾向で推移し、令和４年度の給付費は 2,172,805,156

円となっています。 

 

■要介護認定者の推移 

                      資料：介護保険事業状況報告（各年３月末現在） 

 

■給付費の推移  

                      資料：介護保険事業状況報告（各年３月末現在） 
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６ 障がい者について 

 

（１）障がい者の推移 

障がい者を障がい者手帳所持者としてみると、令和５年３月末現在 1,458 人で、

そのうち約７割を身体障がい者が占めています。 

障がい者数の推移をみると、総数は増加傾向で推移しています。 

 

■障がい者の推移 

        資料：第６期・７期矢巾町障がい者プラン（各年 3 月末日現在） 
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７ 健康診査について 

（１）特定健康診査 

特定健康診査の受診率は、おおむね、50％程度の受診率で推移しています。 

■特定健康診査の受診率 

資料：法定報告 

■特定健康診査等の結果                   

 

資料：法定報告 

 

 

平成30年度令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

特定健康診査対象者数（人） 3,726 3,687 3,710 3,604 3,433

特定健康診査受診者数（人） 1,936 2,002 1,782 1,702 1,642

特定健康診査受診率（％） 52.0 54.3 48.0 47.2 47.8

内臓脂肪症候群該当者数（人） 408 432 396 344 337

内臓脂肪症候群該当者数割合（％） 21.1 21.6 22.2 20.2 20.5

内臓脂肪症候群予備群者数（人） 186 215 193 140 124

内臓脂肪症候群者割合（％） 9.6 10.7 10.8 8.2 7.6

昨年度の内臓脂肪症候群該当者数（人） 376 362 399 350 284

昨年度の内臓脂肪症候群該当者数のうち
内臓脂肪症候群該当者でなくなった者の数（人）

76 82 72 56 58

内臓脂肪症候群該当者の減少率（％） 20.2 22.7 18.7 22.3 20.4

昨年度の内臓脂肪症候群予備群者数（人） 147 165 188 171 120

昨年度の内臓脂肪症候群予備群者数のうち
内臓脂肪症候群予備群者でなくなった者の数（人）

24 36 28 49 31

内臓脂肪症候群予備群者の減少率（％） 16.3 16.4 14.9 28.7 25.8

特定保健指導の対象者数（人） 232 213 201 140 119

特定保健指導の利用者数（人） 93 86 50 34 44

特定保健指導の利用率（％） 40.1 40.4 24.9 24.3 37.0
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   （２）後期高齢者健康診査 

■後期高齢者健康診査の受診率 

資料：岩手県後期高齢者医療の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受診率の算出方法 受診者数/対象者数（4月 1日時点の被保険者数―除外対象者） 

※除外対象者 
平成 30 年度・令和元年度 
①妊産婦 
②刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 
③相当な期間継続して船舶内にいる者 
④病院又は診療所に 6 か月以上継続して入院している者 
⑤高齢者の医療の確保に関する法律第 55条第 1項第 2 号から第 5 号までに規定する施設に入所又は 
入居している者（ただし、有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に入居している者を除く） 

  ⑥同一年度内に特定健康診査または特定健康診査に相当する健康診査をすでに受診している者 
  ⑦その他の事由：糖尿病等の生活習慣病ですでに医療機関を受診している者 
令和 2 年度から 

  ②～⑥ 
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（３）各種検診 

各種検診の受診率は、以下の通りとなっています。 

受診率の算出方法は、健康やはば 21（第２次）と同様に、平成 21年５月 25日付

通知「がん検診対象者の把握方法について」に基づいたものと、全国・県との比較

のために厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の受診率を掲載しています。 

 

（３）－１「がん検診対象者の把握方法について」に基づいた受診率 

 
■がん健診等受診率の推移 

資料：健康長寿課 

 

 

今後のわが国におけるがん検診事業評価の在り方について報告書（平成 20 年 3 月）より 

 

市町村事業におけるがん検診対象者数＝①－②＋③－④  

 [男女別 5 歳刻みの各年齢群での対象者数の合計人数]  

① 40 歳以上の市町村人口 ［総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」 

または総務省統計局「国勢調査報告」第 1 次資料（5 歳刻み）］（国勢調査は 5 年毎）  

② 40 歳以上の就業者数 ［総務省統計局「国勢調査報告」 第 2 次基本資料（5 歳刻み）5 年毎更新］  

③ 農林水産業従事者 ［総務省統計局「国勢調査報告」第 2 次基本資料 5 年毎更新］  

a)第１次産業就業者 市町村別 （15-64 歳、65 歳以上の 2 区分）  

b)第１次産業就業者 都道府県別 年齢別（5 歳刻み）の割合に合わせて、市町村の 5 歳刻みの人数を推計  

④ 要介護４・５の認定者 ［介護給付費実態調査(5 歳刻み) ］  

(※) 子宮がん、乳がんについてはそれぞれ 20 歳以上、40 歳以上の女性とする。  
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（３）－２地域保健・健康増進事業報告に基づいた受診率 

 

■胃がん検診の受診率（50～69歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■肺がん検診の受診率（40～69歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

50～69歳を対象として算定 
受診率＝（前年度の受診者＋当該年度の受診者－2 年連続の受診者数）／当該年度の対象者
数×100 
※受診者＝50歳以上 69歳までの胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査受診者 

40～69歳を対象として算定 
受診率＝受診者数／対象者数×100 
※受診者＝胸部エックス線検査受診者 

【町の検診実施状況】 

平成 30年度～令和 2年度 集団健診（胃部エックス線検査のみ） 

令和 3年度 個別健診として胃内視鏡検査開始（50・55・60・65・70歳） 

集団健診として胃部エックス線検査は継続 

令和 4年度 個別健診へ移行 胃部エックス線検査・胃内視鏡検査（50～70歳の 2歳刻み年齢） 

※令和元年度～令和 3年度の集団健診は新型コロナ感染症の影響で、会場と日程を変更して実施 

【町の検診実施状況】 

平成 30年度～令和 2年度 集団健診（特定健診等と合同実施）結核検診とは別に実施 

令和 3年度 集団健診（特定健診等が個別健診となったことで、胃がん検診と合同実施） 

 結核検診とは別に実施 

令和 4年度 個別健診へ移行 結核・肺がん検診として統合して実施 

※令和元年度～令和 3年度の集団健診は新型コロナ感染症の影響で、会場と日程を変更して実施 
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■大腸がん検診の受診率（40～69歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子宮頸がん検診の受診率（20～69歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40～69歳を対象として算定 
受診率＝受診者数／対象者数×100 

20～69歳を対象として算定 
受診率＝（前年度の受診者＋当該年度の受診者－2年連続の受診者数）／当該年度の対象
者数×100 
※受診者＝頸部細胞診受診者 

【町の検診実施状況】 

平成 30年度～令和 2年度 集団健診（特定健診等と合同実施） 

令和 3年度 集団健診（特定健診等が個別健診となったことで、胃がん検診と合同実施 

個別健診と併用実施 

令和 4年度 個別健診へ移行 

※令和元年度～令和 3年度の集団健診は新型コロナ感染症の影響で、会場と日程を変更して実施 

【町の検診実施状況】 

平成 30年度～令和元年度 集団健診（子宮頸がん検診・乳がん検診同時実施）・個別検診実施 

令和 2年度 集団健診（子宮頸がん検診と乳がん検診は別日実施）・個別検診実施 

令和 3年度～令和 4年度 個別健診へ移行 

※令和元年度～令和 2年度の集団健診は新型コロナ感染症の影響で、会場と日程を変更して実施 
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■乳がん検診の受診率（40～69歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40～69歳を対象として算定 
受診率＝（前年度の受診者＋当該年度の受診者－2年連続の受診者数）／当該年度の対象
者数×100 
※受診者＝マンモグラフィ受診者 

【町の検診実施状況】 

平成 30年度～令和元年度 集団健診（子宮頸がん検診・乳がん検診同時実施）・個別検診実施 

令和 2年度 集団健診（子宮頸がん検診と乳がん検診は別日実施）・個別検診実施 

令和 3年度～令和 4年度 個別健診へ移行 

※令和元年度～令和 2年度の集団健診は新型コロナ感染症の影響で、会場と日程を変更して実施 

17.2 
17.0 15.6 15.4 

25.7 

20.0 

23.8 
22.9 25.0 24.2 

21.3 
20.0 

22.2 

0

5

10

15

20

25

30

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（％）

全国

岩手県

矢巾町



 

28 

 

（４）乳幼児健康診査 

乳幼児健康診査の受診率は、75％以上で推移しており、１歳６か月児以降は 95％

以上で推移しています。 

 

■乳幼児健康診査の受診率   

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1～2か月児 88.1％ 88.8％ 91.0％ 89.7％ 90.6％ 

3～5か月児 96.7％ 100.5％ 92.4％ 100.6％ 91.9％ 

6～8か月児 98.7％ 106.7％ 81.3％ 100.6％ 79.9％ 

9～12か月児 119.1％ 125.1％ 83.5％ 87.3％ 84.1％ 

1歳 6か月児 98.6％ 100.0％ 100.5％ 98.3％ 98.2％ 

3歳児 98.9％ 100.0％ 97.7％ 97.8％ 98.9％ 

                     資料：地域保健・健康増進事業報告  

 

（５）子どもの歯科健康診査 

歯科健康診査の受診率は、１歳６か月児、３歳児、12歳児それぞれにおいて 85％

以上で推移しています。 

 

■１歳６か月児歯科健康診査   

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

受診率 95.5％ 92.5％ 100％ 93.7％ 89.1％ 

う歯有病者率 4.7％ 3.3％ 7.7％ 6.7％ 7.1％ 

1人平均う歯数 0.21本 0.11本 0.25本 0.20本 0.17本 

                  資料：地域保健・健康増進事業報告  

 

■３歳児歯科健康診査 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

受診率 96.8％ 96.5％ 97.7％ 94.6％ 94.2％ 

う歯有病者率 18.4％ 19.9％ 21.7％ 13.7％ 21.1％ 

1人平均う歯数 0.63本 0.80本 0.78本 0.57本 0.73本 

               資料：地域保健・健康増進事業報告  

 

■12歳児歯科健康診査 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

受診率 99.2% 98.4% 98.0% 97.9% 98.3% 

う歯有病者率 9.5% 10.3% 9.6% 12.0% 13.2% 

1人平均う歯数 0.22本 0.32本 0.27本 0.30本 0.25本 

資料：矢巾町教育委員会「小学校定期健康診断結果集計表」  
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すべての町民が健やかで心豊かに 

生活できる健康なまちづくりの推進 

第３章 計画の基本方向 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人生１００年時代を迎え、社会が多様化し健康課題も多様化する中

「誰一人取り残さない健康づくり」を推進し、一人ひとりが生涯を通じ

て健康で生きいきと暮らせるよう充実したまちづくりを目指します。 

 

 

矢巾町健康長寿のまち宣言 

   私たちが健康で心豊かな生活を送ることは、町民全ての願いであり、幸せの原点でも

あります。 

   このまちの全ての人が手を携えて、かけがえのない健康を育み、生きる喜びを共に分

かちあいながら、積極的に健康づくりを実践することを誓い、ここに健康で誇りある長

寿のまちを宣言します。 

 

    一 調和のとれた食事に努めいつまでも生きいきと生活します 

    一 運動に親しみ体力づくりを地域に広め健康な体をつくります 

    一 健康に関する知識を実践し健康寿命の延伸を協同で進めます 

    一 早期発見と治療に努め健康生活を実感できるまちを目指します 

    一 安心して暮らす家庭お互い支え合う地域社会を築きます 
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２ 基本方針 

 

 

（１）「健康長寿」を目指し、生涯を通じた健康づくりの推進 

・生涯にわたって健康な生活を営んでいくためには、年代ごとに異なる課題に応じ 

た健康づくりが必要なことから、成長期、成人期、高齢期の各ライフステージに応 

じ、経時的に捉えた健康的な生活習慣づくり（ライフコースアプローチ）を取り組 

みます。 

・生活習慣病の発症予防と重症化予防に重点をおいた活動を推進します。 

・病気の早期発見・早期対応のために、検診体制の整備と受診率の向上、事後指導 

を強化します。 

・食育事業を推進します。 

・こころの健康づくりを推進します。 

 

 

（２）町民が主体の健康づくりの推進 

・町民一人ひとりが、自分の健康課題を理解し、自ら健康づくりの実践に努めま 

す。 

・町民一人ひとりが、健康的な生活習慣への関心と理解を深めることができるよ 

う、普及啓発を図ります。 

・町民一人ひとりが、自ら主体的に健康づくりを実践することができるよう支援し 

ます。 

 

 

 

（３）地域との協働の健康づくりの推進 

・家庭、学校、地域、職域、医療機関、行政などが連携し、町民の健康課題を共有 

し解決に向けて、ともに町民の健康づくりを地域社会全体で支えます。 

・大学等の専門機関と連携し、健康づくり事業を充実します。 

・生活習慣の改善を含めた効果的な健康づくりのためには、個人の意識や行動だけ 

ではなく、町民を取り巻く社会環境が整備・改善されることも重要です。 

このために関係機関・団体等のそれぞれの特性を活かし、町民が主体的に健康づ 

くりを取り組めるよう環境整備に努め、社会環境の質の向上を目指します。 
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基本理念 

す
べ
て
の
町
民
が
健
や
か
で
心
豊
か
に 

生
活
で
き
る
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

基本方針 領 域 

 

（１）「健康長寿」を

目指し、生涯を通

じた健康づくりの

推進 

 

（２）町民が主体の

健康づくりの推進 

 

（３）地域との協働

の健康づくりの推

進 

 

１ 生活習慣病予防 

４ こころ・休養・睡眠 

２ 身体活動・運動 

５ 口腔保健 

６ 飲酒 

７ 喫煙 

８ 生活機能の維持・向上 

３ 栄養・食生活 

社会環境の質の向上 

ライフコースアプローチを 

踏まえた健康づくり 

３ 計画の体系 

    

本計画の基本理念を目指し、「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」の実現に向け、「生

活習慣病予防」、「身体活動・運動」、「栄養・食生活」、「こころ・休養・睡眠」、「口腔保

健」、「飲酒」、「喫煙」「生活機能の維持・向上」の８つの領域を設定し、それぞれの領域

において、３つの基本方針に沿った具体的取り組みを進めるため、「個人の行動と健康

状態の改善」の観点から、目標、目標達成のための取り組み、目標指標を掲げた実施計

画を定め、健康づくり運動を推進していきます。 

加えて「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」の目

標、目標達成のため取り組み、目標指標を掲げた実施計画を定め、健康づくり運動を総

合的に進めます。 
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また、本計画では、町の「第 8次矢巾町総合計画」に定められた SDGs（注）の推進方法

に則り、国際目標の SDGs の要素を反映し、「誰一人取り残さない社会を目指すまちづく

り」を推進することとします。 

（注）Sustainable Development Goalsの略。2015年 9月の国連サミットで採択された 2030年を期限とする先進国を含む

国際社会全体の 17 の開発目標。すべての関係者（先進国、途上国、民間企業、NGO、有識者等）の役割を重視し、

「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むもの。 

 【SDGsゴールとの関わり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

４ 対象年齢の考え方 

 

健康づくりは、生涯を通じて行うことが重要です。生活習慣は、日々の生活の中で習

得されるものですが、生活習慣病も日々の不健康な生活の積み重ねにより徐々に進行し

ていきます。 

動脈硬化、高血圧、脂質異常症、糖尿病等は、本人が気づかないうちに進行し、やが

て心疾患、脳血管疾患、糖尿病合併症等の重い疾病を誘発します。 

したがって、重い疾病が発症する前に対策を講じる必要があり、それは早ければ早い

ほど良く、子どもの頃からの健康的な生活習慣の習得が最も重要であるといえます。 

そこで、世代により生活習慣が違うため、目標や対策も異なったものとする必要があ

ることから、対象年齢を３つの世代に区別することとしました。 

 

■対象年齢 

 

 

 

 

 

Ⅰ
• 成長期（０－17歳）

Ⅱ
• 成人期（18－64歳）

Ⅲ
• 高齢期（65歳以上）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 実施計画 
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第４章 実施計画 

１ 生活習慣病予防 

 

高齢化に伴い生活習慣病の有病者数の増加が見込まれています。生活習慣の改善等によ

り多くが予防可能である、がん・循環器疾患・糖尿病及びＣＯＰＤの４つの疾患は重大な

生活習慣病として捉えられ、これらへの対策が急務となっています。 

健康寿命延伸に向けて、生活習慣病の発症予防・重症化予防のためメタボリックシンド

ローム、特定健康診査及び特定保健指導及びがん検診受診率向上に向けた目標を設定しま

す。 

 

● 現 状 ● 

 

◇脳血管疾患、心疾患、悪性新生物の標準化死亡比（Ｈ29～Ｒ３）の総数は全国より

も低い水準となっています。 

◇悪性新生物部位別死亡の順位（Ｈ29～Ｒ３）は、男性は肺、大腸、胃・肝臓の順、

女性は大腸・膵臓、肺、乳の順に多くなっています。 

◇がん検診の受診率は、概ね 20～30％台となっています。 

◇健康意識調査では、健康診査で所見があった項目は、「中性脂肪やコレステロール」

が 29.8％で最も多く、健康診査で糖尿病の治療が必要と言われたことがあるかで

は、19.3％が「ある」と回答しています。 

◇健康意識調査では、１年以内に健康診断（特定健康診査等）を受診した人は 81.7％

で、受診していない人は 15.6％となっています。 

◇健康意識調査では、どのような健康診査を受けたかは、「町が実施した健康診査を

受診した」が 23.2％、「職場健診（家族健診を含む）や学校健康診査などを受診し

た」が 45.8％と、町や職場等の健康診査が大きな役割を果たしていることがわか

ります。 

◇特定健康診査の受診率、特定保健指導の実施率は、年々減少傾向であり、目標値と

の開きがあります。 

◇長期にわたる喫煙習慣が主な原因となるＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）について、

健康意識調査では 59.6％が「言葉も意味も知らない」と回答しています。 
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● 課 題 ● 

 

◆健康状態の把握や疾病の早期発見のためには、健康診査が重要な機会であること

から、今後も受診勧奨に積極的に取り組む必要があります。 

◆肥満は特に、高血圧症や脂質異常症、糖尿病を招きやすく、生活習慣病の原因にな

るといわれていることから、食生活、運動を含めた総合的な支援が必要となりま

す。 

◆ＣＯＰＤの予防のためにも、ＣＯＰＤに関する認知度を高めていく必要がありま

す。 

 

 

■健康診査（特定健康診査等）の受診状況 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

 

■健康診査の結果所見があった具体的な項目 

資料：令和 4年度健康意識調査  

  

23.2

12.7

45.8

2.1

15.6

0.6

0 10 20 30 40 50

町が実施した健康診査を受診した

人間ドックや病院での健康診査を受診した

職場健診や学校健康診査などを受診した

その他

受診しなかった

無回答

％

（回答者：702人）

73

106

65

156

50

72

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

肥満

血圧

血糖値

中性脂肪やコレステロール

肝機能

その他

人

（回答者：329人（複数回答可））
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■健康診査で糖尿病の治療が必要と言われたことがあるか 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

■ＣＯＰＤの認知度 

 

 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

  

ある

19.3%

ない

77.9%

無回答

2.8%

（回答者：706人）

言葉も意味も知っている

24.8%

言葉は知っているが意味

は知らない

14.0%

言葉も意味

も知らない

59.6%

無回答

1.6%

（回答者：706人）
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● 今後の方向性 ● 

 

生活習慣病予防の今後の方向性 

方向性１ がんや脳血管疾患などの生活習慣病について、正しい知識と予防のため

の生活習慣を普及啓発します。 

方向性２ 特定健康診査や各種がん検診受診率及び精密検査受診率向上により、病

気の早期発見・早期治療に努めます。 

 

● 具体的な取り組み ● 

 

町民一人ひとりの取り組み 

 ・自らの健康に関心をもち、がんや脳血管疾患などの正しい知識を学びます。 

・運動習慣や食生活、規則正しい生活リズムなど、健康的な生活習慣を身につけます。 

・生活習慣病予防のため、運動や食生活など生活習慣を見直し、主体的に健康づくりに取

り組みます。 

 ・定期的に健(検)診を受け、自らの健康状態の把握に努めます。 

・健(検)診を受けるよう家族や近所で声をかけ合います。 

 ・健(検)診後に精密検査が必要な場合は、早めに受診します。 

・特定保健指導、健康教室、健康相談などの機会には、積極的に参加します。 

 

 

町の取り組み 

◆ 成長期（０～17歳） 

 ・教育保育施設や学校等と連携し、幼少期から運動習慣や食生活、規則正しい生活リズム

など、健康的な生活習慣を身につけられるよう普及啓発に努めます。  

◆ 成人期（18～64歳） 高齢期（65歳以上） 

・脳血管疾患予防、寝たきり予防のため、生活習慣病予防のための正しくわかりやすい知

識の普及に努めます。 

 ・自らの健康に関心を持ち、生活習慣を見直し、主体的に健康づくりを取り組めるような

場を提供します。 

 ・生活習慣病を早期発見・早期治療するため特定健康診査及び各種がん検診の受診率向

上、精密検査受診率向上に努めます。 

 ・特定保健指導や生活習慣病予防のための保健指導を充実強化します。 

・すでに病気にかかった場合でも、早めに適切な医療に繋げ、重症化を予防するよう努め

ます。 
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● 目標指標 ● 

 

生活習慣病予防の目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

特定健康診査の受診率の向上  ④ 47.8％ ⑮ 60.0％ 

特定保健指導の実施率の向上  ④ 37.0％ ⑮ 55.0％ 

特定健康診査におけるメタボリックシンドロ

ーム該当者及び予備群の割合の減少 

該当者割合 

予備群者割合 

④ 

④ 

20.5％ 

7.6% 
⑮ 

15.0％ 

6.0％ 

ＣＯＰＤの認知度の向上  ④ 38.8％ ⑮ 80.0％ 

ＣＯＰＤの死亡率(人口 10万人あたり)の減少 H29～R3 の 5 年平均 ③ 15.74 ⑮ 10.0 

がん検診の受診率の向上 

胃がん  ④ 18.3% ⑮ 60.0％ 

肺がん  ④ 28.2% ⑮ 60.0％ 

大腸がん  ④ 32.5% ⑮ 60.0％ 

子宮頸がん 女性 ④ 32.4% ⑮ 60.0％ 

乳がん 女性 ④ 37.5% ⑮ 60.0％ 

悪性新生物、脳血管疾患、心疾患の標準化死亡

比の減少 

悪性新生物 

心疾患 

脳血管疾患 

③ 

③ 

③ 

91.8 

77.4 

85.4 

⑮ 

90.0 

75.0 

80.0 
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２ 身体活動・運動 

 

身体活動・運動の量が多い人は、少ない人と比較して２型糖尿病や循環器疾患、がん

などの生活習慣病の発症リスクが低いことが分かっています。 

また、生活習慣病予防のほか、生活機能の維持・向上の観点からも重要であり、高齢

者の自立度向上や虚弱（フレイル※１）、認知症の予防のためにも、全世代を通じ運動習

慣の定着及び身体活動量の増加が重要です。 

 

● 現 状 ● 

 

◇健康意識調査では、20～64 歳の 1 日の平均歩行数は、男性 5,411 歩、女性 4,341

歩であり、全国※２（令和元年 男性 7,864 歩、女性 6,685 歩）県（令和４年 男

性 6,581歩、女性 5,847歩）と比較すると男女とも低い状況です。 

◇健康意識調査では、65 歳以上の 1 日の平均歩行数は、男性 3,883 歩、女性 3,740

歩であり、全国（令和元年 男性 5,396 歩、女性 4,656 歩）県（令和４年 男性

5,039歩、女性 4,310歩）と比較すると男女とも低い状況です。 

◇健康意識調査では、運動習慣者（１回 30分以上の運動を週２回以上実施し、１年

以上継続している者）の割合は全体の 21.6％で、前回調査時（平成 25年）の全体

17.9％よりも増加しています。 

◇年代別の「健康以外の理由で運動はしていない者」の割合は 40歳代 21.7％と最も

高く、次いで 50歳代 18.0％となっています。 

◇健康意識調査では、20～64歳の運動習慣者の割合は、男性 25.0％、女性 16.4％で

あり、全国（令和元年 男性 23.5％、女性 16.9％）と比較すると差はありません

が、65歳以上の運動習慣者の割合は、男性 25.0％、女性 23.2％であり、全国（令

和元年 男性 41.9％、女性 33.9％）と比較すると男女とも低い状況です。 

◇健康意識調査では、ロコモティブシンドローム※３の認知度は「言葉も意味も知ら

ない」が 63.5％となっています。フレイルの認知度は「言葉も意味も知らない」

が 68.6％となっています。 

◇健康意識調査では、「就業または地域の行事やボランティア活動に参加している」

と答えた者の割合は、20～50 歳代男性が 26.0％、20～50 歳代女性が 39.5％、60

歳以上男性では 29.2％、60歳以上女性では 25.9％となっています。 

◇本町の肥満傾向児の割合は、全ての学年で全国を上回っています。 

◇運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもは、中学 1 年生男子で 26.6％、中

学 1年生女子で 41.6％となっています。（岩手県環境保健研究センター「生活習慣

病予防支援システム（令和 4年学校保健対策事業領域集計結果） 
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  ※１ フレイル  

加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響も

あり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により

生活機能の維持向上が可能な状態像 

※２ 全国データ厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

※３ ロコモティブシンドローム（運動器症候群） 

骨、関節、筋肉などの運動器の衰えによって、暮らしの中の自立度が低下し、要介護状態になった

り要介護になる危険性の高い状態 

 

● 課 題 ● 

 

◆歩行数は身体活動の中でも、日常的に測定・評価できる身体活動量の客観的指標で

あり、生活習慣病を予防し、社会生活機能を維持・増進する上で歩行数の増加が有

効であることから、日常生活の中で歩行数の増加を図る必要があります。 

◆運動習慣は生活習慣病などのリスクの低減や体力の維持・向上に有効であること

から、日常生活の中で無理なく実践できる運動を取り入れる等、運動習慣の定着を

図る必要があります。 

◆65 歳以上の高齢者における歩行等の生活活動量の低下は、生活機能の低下だけで

なく、認知機能や運動機能の低下につながる可能性があることから、積極的に体を

動かし、生活活動量の維持・増進に努めることで、自立度低下を予防することが必

要です。 

◆関係機関や行政は、身体活動や運動による健康効果などについての知識の普及を

図り、運動を行う人の支援や環境づくりをしていくことが必要です。 

◆運動器の機能が保たれ、介護が必要となる町民の割合を低下させるため、ロコモテ

ィブシンドロームやフレイルの普及啓発を行い、予防の重要性について、多くの町

民が認知することが必要です。 

◆社会参加は心理的健康にとっても好影響をもたらすほか、外出の機会の増加にも

つながり、身体活動や食欲の増進効果もあることから、町民の社会参加の機会を増

やしていくことが必要です。 

◆幼少期から適正体重を維持するため、運動やスポーツを習慣的に行うことが必要

です。 
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■１日の平均歩数 

 

資料：矢巾町 令和 4年度健康意識調査 

岩手県 令和 4年県民生活習慣実態調査 

全国  令和元年国民健康・栄養調査 

 

 

■運動習慣があるか  

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

 

  

5,411 

4,341 
3,883 3,740 

6,581 

5,847 

5,039 

4,310 

7,864 

6,685 

5,396 

4,656 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

20～64歳男性 20～64歳女性 65歳以上男性 65歳以上女性

（歩） 矢巾町 岩手県 全国

21.6

25.0

19.1

37.7

38.4

37.2

5.5

6.5

4.7

27.1

24.0

29.3

5.2

4.5

5.7

3.0

1.7

4.0

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：695人)

男性（回答者：292人）

女性（回答者：403人）

（％）

運動習慣がある 条件は満たさないが運動はしている

健康上の理由で運動はしていない 健康以外の理由で運動はしていない

その他 無回答
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■運動習慣がある者の経年比較 

資料：平成 25年度及び令和４年度健康意識調査 

 

 

■運動習慣がある者の比較 

資料：矢巾町 令和 4年度健康意識調査 

岩手県 令和 4年県民生活習慣実態調査 

全国  令和元年国民健康・栄養調査 

 

 

  

17.9

22.4

13.3

21.6

25.0

19.1

0

10

20

30

全体 男性 女性

（％）
H25矢巾 R4矢巾

25.0

16.4

25.0
23.2

26.3

16.0

37.9

25.0
23.5

16.9

41.9

33.9

0

10

20

30

40

50

20～64歳男性 20～64歳女性 65歳以上男性 65歳以上女性

（％）
矢巾町 岩手県 全国
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■ロコモティブシンドロームの認知度 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

■フレイルの認知度 

資料：令和 4年度健康意識調査  

  

言葉も意味も知っている

22.4%

言葉は知っているが意味は知らない

12.6%

言葉も意味も知らない

63.5%

無回答

1.6%

回答者：706人

言葉も意味も知っている

16.7%

言葉は知っているが意味は知らない

11.8%

言葉も意味も知らない

68.6%

無回答

3.0%

回答者：706人
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■就業または地域の行事やボランティア活動への参加について  

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

 

■令和３年度肥満傾向児の出現率 

資料：文部科学省「令和３年度学校保健統計調査」  

  

26.0 

39.5 

29.2 

25.9 

28.3

17.4

29.8

28.9

45.7

43.1

40.4

44.3

0.6

0.9

0 20 40 60 80 100

20～50歳代男性（回答者：127人）

20～50歳代女性（回答者：195人）

60歳以上男性（回答者：161人）

60歳以上女性（回答者：201人）

（％）

参加している たまに参加している 参加していない 無回答

9.5 9.0

12.9

16.9

12.6
11.4

12.8

11.3

13.0

8.6

11.4 12.2

14.5 14.6
15.8

13.8

12.9

5.2

7.3

9.1
10.2 11.0 11.0 10.9

9.7 9.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

（％）

矢巾町 岩手県 全国
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■運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもの割合（岩手県） 

資料：岩手県環境保健研究センター「生活習慣病予防支援システム  

（令和 4年学校保健対策事業領域集計結果）」 

  

運動やスポーツを習慣的にしていない子どもの割合（１回 30分以上の汗をかく運動を週２日
以上、１年以上、「実施していない（いいえ）」と回答した者） 

23.5 23.5 26.6

46.2
43.3

41.6

0

10

20

30

40

50

平成24年度 平成28年度 令和4年度

中学1年生男子 中学1年生女子

（％）
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● 今後の方向性 ● 

 

身体活動・運動に関する今後の方向性 

方向性 自分にあった運動習慣を身につけ、定期的に実践できる環境づくりと健康

な身体づくりに努めます。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

 ・体を動かす習慣をつくるために、家族や近所で声をかけて一緒に取り組みます。 

・散歩や体操、ストレッチ、軽スポーツなど自分に合った運動を行います。 

・運動教室、サークルに参加し、継続して運動に取り組みます。 

・近いところへは出来るだけ歩いて出かけます。 

・体をこまめに動かし、歩数計などを活用して自分の 1日の歩数を知ります。 

・趣味や生きがいを持ち、楽しんで運動します。 

・地域の行事や活動、イベントに家族や近所へ声をかけあい参加します。 

 

町の取り組み 

◆ 成長期（０～17歳） 

 ・運動する楽しさを感じられるような取り組みに努めます。 

 ・各種運動サークル、事業の周知、運動施設利用の推進に努めます。 

◆ 成人期（18～64歳） 

 ・運動効果を知り、自分に合った運動習慣を身につけられるよう支援します。 

 ・日常生活の中で身近に取り組める運動の推進に努めます。 

◆ 高齢期（65歳以上） 

 ・さらなる運動習慣獲得の促進に向け、運動しやすい環境づくり及び普及啓発に努めま

す。 

・ロコモティブシンドロームやサルコペニア※、栄養を含めたフレイル予防のため介護予

防の推進に努めます。 

・地域行事や地域活動への社会参加を促します。 

 

※サルコペニア…加齢や疾患により筋肉量が減少して、筋力の低下、身体機能の低下をきたすこと。 
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● 目標指標 ● 

 

身体活動・運動の目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

日常生活における歩数の増加 

20～64歳男性 

20～64歳女性 

65歳以上男性 

65歳以上女性 

④ 

④ 

④ 

④ 

5,399歩 

4,342歩 

3,854歩 

3,741歩 

⑮ 

7,000歩 

6,000歩 

5,000歩 

5,000歩 

運動習慣者の割合の増加 

20～64歳男性 

20～64歳女性 

65歳以上男性 

65歳以上女性 

④ 

④ 

④ 

④ 

25.０％ 

16.4％ 

25.0％ 

23.2％ 

⑮ 

30.0％ 

25.0％ 

30.0％ 

30.0％ 

ロコモティブシンドローム（運動器症候

群）及びフレイルの認知度の向上 

ロコモティブ 

シンドローム ④ 
35.0％ 

⑮ 
70.0％ 

フレイル 28.5％ 70.0％ 

いずれかの社会活動（就労・就学を含む）

を行っている高齢者の増加 

60歳以上男性 

60歳以上女性 

④ 

④ 

29.2％ 

25.9％ 
⑮ 

45.0％ 

40.0％ 

運動やスポーツを習慣的に行っていない

子どもの減少 

男子 

女子 
④ 

26.6％※ 

41.6%※ 
⑮ 

20.0％※ 

35.0%※
 

   ※令和 4年学校保健対策事業領域集計結果（岩手県） 
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３ 栄養・食生活（第３次矢巾町食育推進計画） 

 

《矢巾町食育推進計画について》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康的な食生活は、健康で豊かな人間性の基礎となります。子どもの頃から望まし

い食習慣を身につけることで、大人になってからも次世代へつなげることが出来ます。 

成人後も、適切な栄養・食生活は、生活習慣病の予防に加え、生活機能の維持・向上

のほか、食を通じてのコミュニケーションや人とのつながりの観点からも重要です。 

 

● 現 状 ●（□は食育アンケートから現状を把握したもの） 

 （１）適正体重の維持 

◇健康意識調査から算出したＢＭＩは、「18.5未満（低体重）」が 7.1％、「18.5～25

未満（普通体重）」が 64.2％、「25以上（肥満）」が 26.0％となっています。 

◇令和４年度の 40～60 歳の肥満者の割合は、男性 37.0％、女性 23.0％となってい

ます。（令和４年度矢巾町特定健康診査より） 

◇75歳以上の低栄養高齢者（BMI20以下）の状況は、男性 11.2％、女性 27.0％とな

っています。（令和４年度後期高齢者健康診査より） 

◇本町の肥満傾向児の割合は、全ての学年で全国を上回っています。 

 

  ■男女別ＢＭＩ 

資料：令和 4年度健康意識調査  

健康やはば２１（第２次）に基づき、平成29年度から第２次矢巾町食育推進計画※を

策定し取り組んでまいりました。この度の健康やはば２１（第３次）の見直しに合わ

せ、栄養・食生活分野に食育推進関連分野を第３次矢巾町食育推進計画として取り込

み、国が示した健康増進法および食育基本法の考え方を基本としつつ、町民が生涯を

通じて、食の大切さを意識し、健康的な食生活を営み、健やかで心豊かな生活を送る

ことができるよう食育を推進していきます。 

※「第 2次矢巾町食育推進計画」 策定：平成 29年３月 

計画期間：平成 29年度から令和４年度まで 

7.1

2.7

10.2

64.2

65.8

62.8

26.0

30.1

23.3

2.7

1.4

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（回答者：695人）

男性（回答者：292人）

女性（回答者：403人）

（％）

18.5未満（低体重） 18.5～25未満（普通体重） 25以上（肥満） 未回答
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■年齢別ＢＭＩ 

                          資料：令和 4年度健康意識調査  

 

■肥満の状況 

資料：令和４年度特定健康診査結果  

  

7.2

11.5

9.9

12.2

3.6

5.0

6.6

2.9

10.1

65.9

75.0

66.2

68.9

63.6

62.1

66.3

65.9

62.3

26.9

13.5

23.9

18.9

32.7

32.9

27.0

31.2

27.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（回答者：680人）

10～20歳代（回答者：52人）

30歳代（回答者：71人）

40歳代（回答者：90人）

50歳代（回答者：110人）

60歳代（回答者：161人）

70歳以上（回答者：196人）

20～60歳代男性（回答者：207人）

40～60歳代女性（回答者：203人）

（％）

18.5未満 18.5～25未満 25以上

6.9

2.8

10.1

5.0

16.2

64.6

61.9

66.7

58.0

60.8

28.5

35.3

23.2

37.0

23.0

0 20 40 60 80 100

受診者全体：1,842人

男性（受診者：808人）

女性（受診者：1,034人）

男性40～60歳（受診者：119人）

女性40～60歳（受診者：148人）

（％）

18.5未満（低体重） 18.5～25未満（普通体重） 25以上（肥満）
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■低栄養高齢者の状況 

資料：令和４年度後期高齢者健康診査 

 

 

■令和３年度肥満傾向児の出現率（男女総数） 

資料：文部科学省「令和３年度学校保健統計調査」 

 

  

18.9

11.2

27.0

81.1

88.8

73.0

0 20 40 60 80 100

75歳以上（受診者：784人）

男性75歳以上（受診者：403人）

女性75歳以上（受診者：381人）

（％）

BMI20以下 BMI20より大きい

9.5 9.0

12.9

16.9

12.6
11.4

12.8

11.3

13.0

8.6

11.4 12.2

14.5 14.6
15.8

13.8

12.9

5.2

7.3

9.1
10.2 11.0 11.0 10.9

9.7 9.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

（％）

矢巾町 岩手県 全国
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（２）健康的な食習慣の定着 

◇健康意識調査では、朝食を毎日食べる者の割合は、全体で 82.8％、年代別では 20

歳代が 46.5％と最も低く、高齢になるほど朝食を毎日食べる割合は高くなってい

ます。 

□子どもの朝食を毎日食べる者の割合は園児から中学生までが 95.5～96.5％に対し、

保護者は 83.9％であり、保護者の欠食率のほうが高い状況です。 

□朝食を食べない理由として「時間がない」と約半数が回答しています。 

□朝食の組み合わせを「バランスよく食べている」者の割合は、園児 63.2％、小学

生 70.9％、中学生 74.9％、保護者 64.9％となっています。 

 

■朝食の摂取状況（年代別） 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

■朝食の摂取状況（年代別県との比較） 

資料：岩手県「令和４年度県民生活習慣実態調査」 矢巾町「令和 4年度健康意識調査」  

  

82.8

70.0

46.5

73.3

76.6

79.3

88.3

95.1

7.4

20.0

30.2

12.0

9.6

8.1

5.6

0.5

3.6

9.3

5.3

2.1

5.4

3.1

2.0

5.6

10.0

14.0

9.3

11.7

7.2

3.1

0.5

0.6

2.0

0 20 40 60 80 100

全体（回答者：698人）

10代（回答者：10人）

20歳代（回答者：43人）

30歳代（回答者：75人）

40歳代（回答者：94人）

50歳代（回答者：111人）

60歳代（回答者：162人）

70歳以上（回答者：203人）

（％）

毎日 ４～６日 ２～３日 あまり食べない（０～１日） 無回答

46.5

73.3
76.6

79.3

88.3

95.1

43.8

71.9
67.8

74.6

81.5

92.9

30

50

70

90

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

(%)
矢巾町 岩手県
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■朝食の摂取状況（子ども、保護者） 

資料：食育アンケート調査  

 

■朝食の摂取状況（高校生） 

資料：令和４年度岩手県環境保健センター調査  

 

 

  ■朝食の欠食理由 

資料：食育アンケート調査  

  

84.2 10.5 5.3

0 20 40 60 80 100

高校生（回答者：152人）

（％）

ほとんど毎日食べる 週２～３日食べない 週４日以上食べない

95.5

96.0

96.5

83.9

2.9

1.7

2.5

4.5

0.8

1.5

0.5

4.0

0.8

0.8

0.5

7.6

0 20 40 60 80 100

園児（回答者：243人）

小学生（回答者：524人）

中学生（回答者：199人）

保護者（回答者：993人）

（％）

ほとんど毎日食べる 週4～5日 週2～3日 ほとんど食べない

時間がない

49.6%

食欲がない

25.8%

習慣がない

10.5%

ダイエット

5.6%

作る時間がない

4.4%

経済的余裕がない

2.4% 食べるものがない

1.6%

回答者：248人
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■朝食の組み合わせ（子ども、保護者） 

資料：食育アンケート調査  

  

67.8

63.2

70.9

74.9

64.9

22

34.2

19.7

20.1

20.1

8.3

1.3

7.3

4.0

12.7

1.9

1.3

2.1

1.0

2.3

0 20 40 60 80 100

全体（回答者：1,644人）

園児（回答者：228人）

小学生（回答者：522人）

中学生（回答者：199人）

保護者（回答者：695人）

（％）

バランスよい 主食と何か 主食のみ 主食なし
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（３）適切な量と質の食事 

□普段、自分の食生活に「よく気を付けている」「気を付けている」者の割合は 64.4％

です。 

◇健康意識調査では、「主食・主菜・副菜をそろえて、食べることが１日に２回以上

ある」者の割合は、20歳代は 30.2％と最も低く、高齢になるほどバランスよく食

べる割合が高くなっています。 

□「主食・主菜・副菜をそろえて、食べることが１日に２回以上ある」者の割合は、

町内園児及び小中学生の保護者の回答は 40.4％が「ほとんど毎日」と回答しまし

た。 

◇健康意識調査では、野菜の摂取については、「毎食食べている」が 35.3％、「ほと

んど食べない」が 1.1％となっています。 

□子どもの野菜摂取は「毎食食べている」が園児 36.3％、小学生 34.7％、中学生

44.2％、保護者は 44.0％でした。 

◇食塩摂取量は男性 9.2g、女性 8.7gとなっており、１日の塩分摂取目標（男性 7.0g、

女性 6.5g）よりも多くなっています。（※令和４年度矢巾町特定健康診査より） 

□加工品摂取は「ほとんど毎日食べる」「週 4～5 日食べる」が合わせて 33.8％、ス

ナック菓子摂取は「ほとんど毎日食べる」「週 4～5 日食べる」が園児 25.7％、小

学生 39.1％、中学生 25.6％でした。 

◇健康意識調査では、「適量の食事を、1 日最低 1 食、家族や友人とともに、ゆっく

り時間をかけてとる」者の割合は 47.6％です。 

 

 

 

■普段自分の食生活に気を付けているか（子ども、保護者） 

資料：食育アンケート調査  

  

10.1

9.2

13.6

9.9

54.3

55.1

53.8

54.1

31.0

30.8

28.6

31.6

4.0

4.6

3.5

3.7

0.6

0.4

0.5

0.7

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：1,717人)

小学生(回答者：523人)

中学生(回答者：199人)

保護者(回答者：995人)

（％）

よく気を付けている 気を付けているほうだと思う
あまり気を付けていない 気を付けていない
未回答
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■主食・主菜・副菜をそろえて食べることが１日２回以上あるのは、週に何日あるか 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

 

■主食・主菜・副菜をそろえて食べることが１日２回以上あるのは、週に何日あるか 

（保護者） 

資料：食育アンケート調査  

 

  

57.3

60.0

30.2

44.0

46.8

56.8

62.3

69.0

19.6

20.0

23.3

22.7

18.1

20.7

17.9

19.2

15.9

10.0

30.2

20.0

25.5

15.3

14.2

8.9

6.4

10.0

16.3

13.3

9.6

7.2

5.6

0.5

0.7

2.5

0 20 40 60 80 100

全体（回答者：698人）

10代（回答者：10人）

20歳代（回答者：43人）

30歳代（回答者：75人）

40歳代（回答者：94人）

50歳代（回答者：111人）

60歳代（回答者：162人）

70歳以上（回答者：203人）

（％）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんど食べない 無回答

40.4

36.8

25.5

52.3

29.2

34.6

22.3

25.1

20.8

19.0

29.8

19.1

8.7

8.9

20.2

3.0

0.9

0.7

2.1

0.5

0 20 40 60 80 100

保護者全体(回答者：562人)

園児保護者(回答者：269人)

小学生保護者(回答者：94人)

中学生保護者(回答者：199人)

（％）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんど食べない 無回答
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■野菜の摂取について 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

 

■野菜の摂取について（子ども・保護者） 

資料：食育アンケート調査   

35.3

50.0

18.6

29.3

26.6

37.8

38.9

40.4

30.7

30.0

23.3

28.0

36.2

35.1

28.4

30.5

14.3

10.0

14.0

24.0

12.8

12.6

14.8

12.8

12.9

10.0

27.9

13.3

18.1

5.4

11.1

12.3

5.0

11.6

4.0

6.4

8.1

4.9

2.0

1.1

4.7

1.3

0.9

1.9

0.5

0.7

1.5

0 20 40 60 80 100

全体（回答者：706人※）

10代（回答者：10人）

20歳代（回答者：43人）

30歳代（回答者：75人）

40歳代（回答者：94人）

50歳代（回答者：111人）

60歳代（回答者：162人）

70歳以上（回答者：203人）

（％）

※全体回答者は、年齢無回答8人含む

毎食野菜を食べている 毎日１～２回野菜を食べている
週に５～６回食べている 週に３～４回食べている
週に１～２回食べている ほとんど食べない
無回答

40.5

36.3

34.7

44.2

44.0

35.2

30.0

41.7

34.7

33.2

9.9

10.5

9.3

8.0

10.4

9.0

9.0

8.6

10.6

8.9

2.2

1.9

2.9

1.5

2.1

1.5

2.6

2.5

0.5

0.9

1.7

9.7

0.4

0.5

0.4

0 20 40 60 80 100

全体（回答者：1,988人）

園児（回答者：267人）

小学生（回答者：525人）

中学生（回答者：199人）

保護者（回答者：997人）

（％）

毎食野菜を食べている 毎日１～２回野菜を食べている
週に５～６回食べている 週に３～４回食べている
週に１～２回食べている ほとんど食べない
無回答
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■食塩の摂取状況 

資料：矢巾町 令和４年度矢巾町特定健康診査    

岩手県・全国 令和元年国民健康・栄養調査 

 

 

■加工品（ウインナー、ハム、ソーセージ、ちくわ、カップ麺など）は食べるか 

資料：食育アンケート調査  

 

  

9.2 8.7

10.7
9.3

10.8

9.2

0

5

10

15

男性 女性(ｇ)

矢巾町 岩手県 全国

11.3

9.7

12.8

8.5

11.5

22.5

16.8

25.8

22.1

22.3

50.8

50.4

49.9

55.8

50.5

13.8

13.4

11.1

13.6

15.4

1.6

9.7

0.4

0.4

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：1,985人)

園児(回答者：268人)

小学生(回答者：523人)

中学生(回答者：199人)

保護者(回答者：995人)

（％）

ほとんど毎日食べる 週４～５日食べる 週2～3日食べる

ほとんど食べない 未回答
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■間食でスナック菓子を食べるか 

資料：食育アンケート調査  

 

 

 

■適量の食事を、1日最低 1食、家族や友人とともに、ゆっくり時間をかけてとる頻度 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

  

10.6

12.3

18.9

7.0

5.1

14.9

13.4

20.2

18.6

10.7

44.2

43.7

44.8

45.7

43.5

28.1

20.1

15.6

28.6

39.9

2.1

10.4

0.4

0.8

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：…

園児(回答者268人)

小学生(回答者524人)

中学生(回答者199人)

保護者(回答者729人)

（％）

ほとんど毎日食べる 週４～５日食べる 週2～3日食べる

ほとんど食べない 未回答

毎日１食以上

47.6%

週に４～５日

16.0%

週に２～３日

11.8%

週に１日ぐらい

5.0%

月に２～３日

4.0%

ほとんどない

13.9%

無回答

1.8%

回答者：706人



 

59 

 

 （４）食育の推進 

□町の特産品を知っている者の割合は、小学生 46.1％、中学生 65.8％、保護者 57.1％

です。 

□町内産食材を「意識して利用している」、「時々利用している」保護者の割合は

65.7％です。 

◇健康意識調査では「食品ロスの言葉も意味も知っている」者の割合は 90.4％です。 

□食事バランスガイドを知っている保護者の割合は 20.8％。五大栄養素・三色分け

を知っている小中学生の割合は 33.4％です。 

 

 ■町の特産品を知っているか 

資料：食育アンケート調査  

 

 

■町内産食材を意識して利用しているか（保護者） 

資料：食育アンケート調査  

  

54.7

46.1

65.8

57.1

44.6

53.5

33.7

42.0

0.7

0.4

0.5

0.9

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：1,717人)

小学生(回答者：523人)

中学生(回答者：199人)

保護者(回答者：995人)

（％）

知っている 知らない 未回答

18.8

16.4

17.3

26.1

46.9

45.7

46.7

48.7

33.8

37.2

35.4

25.1

0.5

0.7

0.6

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：988人)

園児保護者(回答者：

269人)

小学生保護者(回答

者：520人)

中学生保護者(回答

者：199人)

（％）

利用している 時々利用している 利用していない 未回答
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■食品ロスを知っているか 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

■食事バランスガイドを知っているか（保護者） 

資料：食育アンケート調査  

 

■五大栄養素・三色分けを知っているか（小中学生） 

資料：食育アンケート調査  

  

言葉も意味も

知っている

90.4%

言葉は知っているが

意味は知らない

5.8%

言葉も意味も知らない

2.7%

無回答

1.1%

回答者：698人

知っている

20.8%

聞いたことはある

24.2%

知らない

54.1%

未回答

0.8%

回答者：990人

33.4

27.2

49.7

22.0

18.0

32.7

10.5

12.6

5.0

33.4

41.5

12.1

0.7

0.8

0.5

0 20 40 60 80 100

全体（回答者：722人）

小学生（回答者：523人）

中学生（回答者：199人）

（％）

どちらも知っている 五大栄養素は知っている 三色分けは知っている

どちらも知らない 未回答
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● 課 題 ● 

 

◆子どものころから、成人期まで適正体重を維持し、健康的な生活を送ることで、生

活習慣病のリスク要因である肥満を減少させることが必要です。 

 

◆フレイル予防のため、高齢期の低栄養を防ぎ、適正体重を維持することが必要で

す。 

 

◆朝食を毎日食べることは、規則正しい食生活の基本です。幼少期に朝食を食べる習

慣を身につけ、継続させることで 20歳代からの欠食者を減少させる必要がありま

す。 

 

◆適切な量と質の食事でバランスの良い栄養をとることは、生活習慣病予防につな

がることから、主食・主菜・副菜がそろった食事をしている、20～40 歳代の人の

割合を増やす必要があります。 

 

◆野菜を毎日食べることで、微量栄養素や食物繊維が適量摂取され、生活習慣病予防

や減塩につながることから、毎食食べている人の割合を増やす必要があります。 

 

◆脳卒中・高血圧予防のため、引き続き減塩に取り組む必要があります。 

 

◆共食（家族や仲間と食事をすること）をすることで、食事で食べる料理数や食品の

組合せが多様になり、味や栄養面のバランスが良好になると言われています。 

食生活の楽しさの充実や、コミュニケーションの観点からも、家族で食事を共に食

べる割合を増加させる必要があります。 
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● 今後の方向性 ● 

 

栄養・食生活に関する今後の方向性 

方向性１ 生活習慣病を予防するための望ましい食習慣を身につけるため、食育に

取り組みます。 

方向性２ 減塩の大切さを啓発し、適塩・うす味の定着を推進します。 

 

● 具体的な取り組み ● 

 

町の取り組み 

◆ 成長期（０～17歳） 

 ・「早寝、早起き、朝ごはん」の定着に努めます。 

 ・子どもの成長発達に合わせた栄養バランスのとり方と、適正体重の維持について周知し

ます。 

・子どもの食育について、家族で取り組むことの大切さを周知します。 

◆ 成人期（18～64歳） 

 ・適正体重を維持できるように、適切な量と質の食事について、知識の普及と実践に努め

ます。 

 ・食事を通して家族や仲間などとふれあい、食事を楽しむことの大切さの啓発に努めま

す。 

 ・減塩の大切さを啓発し、適塩・うす味の定着に努めます。 

◆ 高齢期（65歳以上） 

 ・低栄養予防に関する知識の普及に努めます。 

 ・食事を通して家族や仲間などとふれあい、食事を楽しむことの大切さの啓発に努めま

す。 

 ・減塩の大切さを啓発し、適塩・うす味の定着に努めます。 

 

  

町民一人ひとりの取り組み 

 ・家族で「早寝、早起き、朝ごはん」に取り組みます。 

・食事を通して家族や仲間などとふれあい、食事を楽しみます。 

 ・自分に見合った体重を知り、定期的に体重を測定します。 

 ・自分に見合った 1 日の食事量を知り、主食・主菜・副菜をそろえて、栄養のバランス

を考えて食べます。 

・減塩の大切さについて家族や近所で声をかけ、適塩・うす味に心がけます。 

・野菜を、毎日食べるように心がけます。 
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● 目標指標 ● 

 

栄養・食生活の目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

成人の肥満者（BMI25.0以上）の減少 

20～60歳男性 

40～60歳男性 

40～60歳女性 

④ 

④ 

④ 

31.2％ 

37.0％ 

23.0％ 

⑮ 

25.0％ 

30.0％ 

18.0％ 

高齢者の低栄養傾向（BMI20以下）の 

減少 

75歳以上男性 

75歳以上女性 
④ 

11.2％ 
27.0% 

⑮ 
10.0％ 
15.0％ 

朝食の欠食率の減少（週２日以上の欠食） 

小学生 

中学生 

高校生 

④ 

④ 

④ 

4.0％ 

3.5％ 

15.8％ 

⑮ 

2.0％ 

1.0％ 

10.0％ 

朝食の欠食率の減少（週４日以上の欠食） 
20歳代 

30歳代 

④ 

④ 

23.3％ 

14.6％ 
⑮ 

1８.0％ 

９.0％ 

主食・主菜・副菜をそろえた食事が１日２

回以上の日がほぼ毎日の者の割合の増加 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

④ 

④ 

④ 

30.2％ 

44.0％ 

46.8％ 

⑮ 

40.0％ 

55.0％ 

57.0％ 

野菜を毎食食べる者の増加  ④ 35.3% ⑮ 45.0％ 

塩分摂取量の減少 
男性 

女性 

④ 

④ 

9.2g 

8.7g 
⑮ 

7.0g 

6.5g 

適量の食事を、１日最低１食、家族や友人

とともにゆっくり時間をかけてとる者の

割合の増加 

 ④ 47.6％ ⑮ 58.0％ 

児童・生徒における肥満傾向児の割合の減

少 
小学 5 年生 ③ 12.6％ ⑮ 11.0％ 
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４ こころの健康・休養・睡眠 

 

こころの健康は人がいきいきと自分らしく生きるために重要であり、こころの健康

を維持するためには、十分な休養と睡眠を日常生活に適切に取り入れることが大切で

す。 

休養には「休む＝心身の疲労を休息により解消する」と「養う＝心身の能力を自ら高

め、社会的機能の向上に資する」の２つの意味があり、充実した人生を送るため、休養

は重要な要素の一つです。 

生活スタイルが変化しつつある現代において、十分な睡眠による休養の確保と、余暇

が適切に取り入れられた生活習慣を確立することはとても重要です。 

 

● 現 状 ● 

 

◇健康意識調査では、１か月間でストレスを「非常に感じた」、「感じた」ことがある

人の割合は全体の５割に達し、全ての年代において、女性の方がストレスを感じて

いる割合が多い状況です。 

◇健康意識調査では、こころの健康を崩している可能性が高いとされる人の割合（気

分障害・不安障害のリスクありの人）は、全体では 15.5％であり、年齢男女別で

みると 30歳～39歳女性が 37.2％と最も高く、次いで 30歳未満男性が 35.7％、30

歳未満女性が 27.0％となり、30 歳未満と 30 歳～39 歳の年代に気分障害・不安障

害のリスクが高い傾向がみられます。 

◇健康意識調査では、睡眠での十分な休養について、28.9％が「充分とれている」、

50.6％が「充分ではないがとれている」と回答しています。 

◇自殺者は減少傾向にあるものの、自殺死亡率では全国よりも高い状況にあります。 

 

● 課 題 ● 

 

◆うつ病などのこころの病気について、正しい知識の普及啓発や学習する機会の設

置、および誰もが不安や悩みなどを気軽に相談できる場を充実していく必要があ

ります。 

◆町民一人ひとりがこころの健康・休養の大切さを十分に認識し、日頃の生活の中で

睡眠や休養を十分にとるとともに、自分にあった適切なストレス対処法を身につ

けていくことが必要です。 

◆こころの悩みは家族や職場の同僚など身近な人が気づきやすく、多くの町民が正

しい知識を習得し、適切な対応ができるよう講習会などの知識習得の場と相談体

制の充実が必要です。 
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■年齢別、１か月でストレスを感じたことがあるか 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

■睡眠での休養について 

資料：令和 4年度健康意識調査 

  

8.5 

12.0 

6.0 

14.3 

2.7 

6.3 

2.3 

8.5 

3.2 

16.7 

9.1 

15.9 

12.3 

35.3

41.8

30.5

0.9

24.3

34.4

27.9

34.2

20.3

52.4

38.4

52.3

47.7

41.9

34.6

47.1

35.7

56.8

43.8

39.5

42.7

58.9

25.0

42.4

25.0

26.2

12.9

10.6

14.6

21.4

16.2

15.6

30.2

13.7

17.7

6.0

6.1

4.5

9.2

1.4

1.0

1.7

7.1

0.9

4.0

2.3

4.6

0 20 40 60 80 100

全体

男性全体

女性全体

30歳未満男性

30歳未満女性

30歳～39歳男性

30歳～39歳女性

40歳～64歳男性

40歳～64歳女性

65歳～74歳男性

65歳～74歳女性

75歳以上男性

75歳以上女性

（％）

ストレスは全く感じなかった ストレスはあまり感じなかった

ストレスを感じた 非常にストレスを感じた

無回答

十分とれている

28.9%

十分ではないが

とれている

50.6%

あまりとれていない

16.9%

全くとれていない

2.4%

無回答

1.3%

（回答者：706人）
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■平均睡眠時間について 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

■睡眠補助品の使用について 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

 

  

全くない

71.1%

めったにない

11.3%

時々ある

7.5%

しばしばある

1.8%

常にある

7.1%

無回答

1.1%

（回答者：706人）

6.2

8.1

4.4

17.6

20.7

14.9

35.4

38.9

32.2

28.3

25.1

31.1

9.9

6.0

13.5

1.7

0.6

2.8

0.9

0.6

1.1

0 20 40 60 80 100

全体

60歳未満

60歳以上

（％）

５時間未満 ５時間台 ６時間台 ７時間台 ８時間台 ９時間以上 無回答
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■気分障害・不安障害のリスクの有無（Ｋ６） 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

 ※Ｋ６・・・心の健康を崩されているかどうかの目安として開発された６項目の質問 

選択肢を５段階（「まったくない」（０点）、「少しだけ」（１点）、「ときどき」（２点）、 

「たいてい」（３点）、「いつも」（４点））として、これを採点し、その合計得点が 10 

点以上の場合には、心の健康を崩されている可能性が高いとされている 

  

15.5 

13.7 

16.9 

35.7 

27.0 

15.6 

37.2 

19.0 

15.9 

4.9 

10.3 

7.3 

8.9 

84.5

86.3

83.1

64.3

73.0

84.4

62.8

81.0

84.1

95.1

89.7

92.7

91.1

0 20 40 60 80 100

全体

男性全体

女性全体

30歳未満男性

30歳未満女性

30歳～39歳男性

30歳～39歳女性

40歳～64歳男性

40歳～64歳女性

65歳～74歳男性

65歳～74歳女性

75歳以上男性

75歳以上女性

（％）

リスクあり リスクなし



 

68 

 

 

■うつ病の正しい知識について 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

■うつ病の正しい知識の判定 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

  

全問正解

24.4%

8割正解者（５問正解）

15.3%

４問正解以下

55.3%

無回答

5.0%

（回答者：705人）

87.3

61.9

65.9

44.9

53.4

42.8

2.0

5.1

0 20 40 60 80 100

誰でもなる可能性がある病気である

うつ病は自殺と関係がある

うつ病は「なまけ」とは違うものである

うつ病の人に励ましの

言葉をかけるのはよくない

うつ病の症状として体の不調の

痛みがあることがある

休養と薬物治療で治療する

この中にはない

無回答

（％）

（回答者：706人（複数回答可）
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■５年平均自殺死亡率（人口 10万対） 

資料：警察庁「自殺統計」 

※矢巾町５か年平均とは、年毎の増減ではなく、長期的な傾向を把握するため、当該年までの５

年間の自殺死亡率の平均数値により求めた。 

算出方法：（５年間の自殺死亡数の合計）／５×最新年の人口×100,000 

 

■矢巾町男女別自殺死亡率の推移（人口 10万対） 

資料：地域自殺実態プロファイル 2022 

  

18.5

33.3

26

18.7

33.7

18.6

22.3

22.1

33

11

22
25.6

0

30.7

30.6

38.6

31.2

54.7

23.3

23.3

38.5 38.3

7.6

30.6

45.9

0
7.1

35.8

14.3

7.2

14.4 14.3

21.4

7.1

28.2 14

14

7

0
0

10

20

30

40

50

60

平成21年 平成23年 平成25年 平成27年 平成29年 令和元年 令和３年

合計 男性 女性

23.9

23.1

26

21.4
22

22.7

18.3

23.3

23.4

20.7 20.7
21.3 21.5

15.5

18.6

17.0
16.5

16.2
15.7

16.4
16.4

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

矢巾町

５か年

平均

岩手県

全国
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● 今後の方向性 ● 

 

こころの健康・休養・睡眠に関する今後の方向性 

方向性１ 適切な睡眠をとることが、こころの健康にも大切であることの普及啓発

に努めます。 

方向性２ こころの健康づくりに必要な知識の普及啓発や情報の発信に努めます。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

 ・早寝早起きで生活リズムをつくり、適切な睡眠をとります。 

 ・自分にあった方法で、ストレスを解消し、趣味をみつけて楽しみます。 

・積極的に休養をとり、ストレスとうまく付き合います。 

 ・自分や周りの人の、こころの健康に関心を持ちます。 

 ・うつ病などのこころの病気について正しい知識を学びます。 

 ・悩んだ時は、一人で抱え込まず誰かに相談します。 

・悩んでいる人に気づいたら、声をかけます。 

 

町の取り組み 

◆ 成長期（０～17歳） 

 ・早寝早起きや適切な睡眠時間について普及啓発に努めます。 

 ・悩み事の相談窓口の周知をします。 

 ・こころの健康づくりに必要な知識の普及啓発に努めます。 

◆ 成人期（18～64歳） 高齢期（65歳以上） 

 ・睡眠休養が、こころの健康に関連していることの知識の普及啓発に努めます。 

 ・悩み事の相談窓口の周知をします。 

 ・うつ病などのこころの病気について正しい知識を普及啓発に努めます。 

 ・地域・職場・学校等における自殺予防の啓発活動に努めます。 
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● 目標指標 ● 

 

こころの健康・休養・睡眠の目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

最近１か月間にストレスを感じた人の割合の減少  ④ 54.8％ ⑮ 50.0％ 

睡眠によって休養が十分にとれている者の割合の

増加 
 ④ 79.5％ ⑮ 85％ 

睡眠時間が確保されている人の割合の増加 

60歳未満 ６～９時間 

60歳以上 ６～８時間 

 

60歳未満 

60歳以上 

 

④ 

④ 

 

70.0％ 

63.3％ 

 

⑮

  

 

75% 

65% 

眠りを助けるために睡眠補助品（睡眠薬・精神安

定剤）やアルコールを使うことのある人の減少 
 ④ 16.4％ ⑮ 11.0％ 

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じ

ている者の割合の減少（Ｋ６：10点以上） 
 ④ 15.5％ ⑮ 10.0％ 

自殺死亡率の減少（人口 10万対） 
男性 

女性 

③ 
③
※ 

27.1 
9.6 

 

⑮ 

⑮ 

21.0 

8.0 

うつ病の正しい知識を持っている人の増加  ④ 24.4％ ⑮ 80.0％ 

                               ※５年平均自殺死亡率（H27～R3年） 
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５ 口腔保健 

 

国では、生涯にわたって自分の歯で噛むことができるよう、80 歳になっても自分の

歯を 20本以上保つことを目標とした運動「８０２０(ハチマルニイマル)運動」を提唱

しています。 

う蝕及び歯周病に代表される歯科疾患は、その発病、進行により欠損や障害が蓄積

し、その結果として歯の喪失に繋がるため、食生活や社会生活等に支障をきたし、ひい

ては、全身の健康に影響を与えるものとされています。 

歯周病は、口の中の細菌によって引き起こされる感染症で、進行すると歯が脱落し、

咀嚼機能の低下につながります。また、歯周病は口腔内だけでなく、糖尿病や肺炎、呼

吸器疾患など、全身の健康にも影響があることが明らかになっていることから、健康づ

くりの重点事項のひとつとなっています。生涯を通じて、自分の歯で健康な日常生活を

送るためには、乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた歯科疾患の予防や

口腔機能の獲得・維持・向上など歯と口腔の健康づくりが重要です。歯及び口腔の健康

を保つことは、単に食物を噛むという点からだけでなく、食事や会話を楽しむなど、豊

かな人生を送るための基礎となるものです。 

● 現 状 ● 

 

◇健康意識調査では、80 歳以上で 20 本以上歯が残っている人は 24.5％となってい

ます。 

◇健康意識調査では、歯科健診の受診状況は、57.1％が「受けた」と回答しているも

のの、「受けていない」という回答も 41.6％あります。 

◇健康意識調査では、咀嚼の状況は、50 歳以上では「何でも噛んで食べることがで

きる」が 76.3％となっており、60歳代から「一部噛めない食べ物がある」割合が

増加している状況がわかります。 

◇健康意識調査では、オーラルフレイル※について、「言葉も意味も知らない」が

75.1％となっています。 

◇３歳児のむし歯有病率は、令和４年度は 21.1％となっていますが、全国（令和３

年度地域保健・健康素増進事業報告）11.3％と比較すると高い状況です。 

※オーラルフレイル：口から食べこぼす、ものがうまく飲み込めないといった軽微な口腔機能の

衰えから、全身的な機能低下につながる一連の現象及び過程のこと 
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● 課 題 ● 

 

◆歯周病を予防あるいは治療するとともに、咀嚼機能を維持できる様な取り組みが

必要です。 

◆歯の喪失は、むし歯や歯周病などが原因で起こりますが、正しい歯みがき習慣や定

期的な歯石の除去、フッ素入り歯磨き剤使用により、これらの進行を防ぐことが必

要です。 

◆むし歯や歯周病を早期発見し早期に治療するため、定期的な歯科健診を受けるよ

う推進していくことが必要です。 

 

 

■年齢別、残歯数 

資料：令和 4年度健康意識調査  

  

70.0 

55.8 

64.0 

63.8 

37.8 

20.4 

11.0 

2.0 

30.0

37.2

29.3

22.3

31.5

25.3

18.2

2.0

2.7

10.6

16.2

23.5

25.3

20.4

2.3

1.3

2.1

10.8

16.0

19.5

22.4

1.3

1.1

3.6

10.5

15.6

30.6

2.5

9.1

14.3

4.7

1.3

1.9

1.3

8.2

0 20 40 60 80 100

10代（回答者：10人）

20歳代（回答者：43人）

30歳代（回答者：75人）

40歳代（回答者：94人）

50歳代（回答者：111人）

60歳代（回答者：162人）

70歳代（回答者：154人）

80歳以上（回答者：49人）

（％）

28本以上 27～24本 23～20本 19～10本

９～１本 ０本 無回答
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■歯科健診について 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

 

■口腔内清掃用具（糸ようじ、歯間ブラシ等）の使用について 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

  

受けた

57.1%

受けていない

41.6%

無回答

1.3%

（回答者：706人）

使用している

59.2%

使用していない

39.7%

無回答

1.1%

（回答者：706人）
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■年齢別、咀嚼状況 50歳以上を追加(再掲) 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

 

■オーラルフレイルの認知度 

資料：令和 4年度健康意識調査 

  

81.2 

100.0 

86.0 

90.7 

94.7 

91.0 

75.3 

72.1 

59.2 

76.3 

15.0

7.0

5.3

4.3

8.1

20.4

24.0

30.6

19.7

2.3

2.3

1.1

3.7

3.2

6.1

2.9

0.4

1.3

0.9

2.0

0.4

1.0

4.7

2.7

0.6

0.6

2.0

0.6

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：698人)

10代(回答者：10人)

20歳代(回答者：43人)

30歳代(回答者：75人)

40歳代(回答者：94人)

50歳代(回答者：111人)

60歳代(回答者：162人)

70歳代(回答者：154人)

80歳以上(回答者：49人)

50歳以上(回答者：476人)

（％）

何でも噛んで食べることができる 一部噛めない食べ物がある
噛めない食べ物が多い 噛んで食べることはできない
無回答

言葉も意味も知っている

13.0%

言葉は知っているが意味

は知らない

10.8%言葉も意味も

知らない

75.1%

無回答

1.1%

（回答者：706人）
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● 今後の方向性 ● 

 

口腔保健に関する今後の方向性 

方向性１ 歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識について普及に努めます。 

方向性２ 定期的に歯科健診や相談を行うことができるような体制を充実するよう

に努めます。 

方向性３ ６０２４・８０２０運動の推進により一層取り組みます。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

 ・むし歯や歯周病予防の正しい知識について学び、健康のためよく噛んで食べます。 

 ・家庭では、食習慣や生活リズムを整えます。 

・自分の口の健康に関心を持ち、口の中（歯、歯ぐき、舌など）をよく観察します。 

・毎食後歯を磨き、１日１回は歯間ブラシや糸ようじなどを使って、丁寧な歯磨きを心 

がけます。 

・かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診、むし歯予防処置などを受けます。 

 

町の取り組み 

◆ 成長期（０～17歳） 

 ・妊娠期、乳幼児期から定期的な歯科健診と歯みがき指導により、むし歯を予防できるよ

うに支援します。 

 ・むし歯予防のため、食習慣や生活リズムを整え、正しい知識の普及に努めます。 

◆ 成人期（18～64歳） 

 ・歯周病の予防や口の健康づくりに関する正しい知識について、普及啓発に努めます。 

 ・歯科健診と相談の充実に努めます。 

◆ 高齢期（65歳以上） 

 ・歯周病の予防や口の健康づくりに関する正しい知識について、普及啓発に努めます。 

 ・歯科健診と相談の充実に努めます。 

 ・オーラルフレイル予防について、講座などで広く周知をします。 
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● 目標指標 ● 

 

口腔保健の目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

80 歳以上における 20 歯以上の自分の歯を有す

る者の割合の増加 
80歳以上 ④ 24.5％ ⑮ 25.0％ 

60 歳（55～64 歳）における 24 歯以上の自分

の歯を有する者の割合の増加 

55～64

歳 
④ 61.2％ ⑮ 63.0％ 

30・40歳（30～49歳）で喪失歯のある者の割

合の減少 
 ④ 35.7％ ⑮ 30.0％ 

50歳以上における咀嚼良好者の増加  ④ 76.3％ ⑮ 80.0％ 

過去１年間に歯科健診を受診した者の割合の増加  ④ 57.1％ ⑮ 60.0％ 

３歳児でむし歯がある者の割合の減少  ④ 21.1％ ⑮ 15.0％ 

12歳児でむし歯がある者の割合の減少  ④ 13.2％ ⑮ 10.0％ 

オーラルフレイルの認知度の向上  ④ 13.0％ ⑮ 50.0％ 
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６ 飲酒 

 

飲酒は、生活習慣病をはじめとする様々な健康障害のリスク要因となるほか、暴力や

虐待、事故等の社会的な問題の要因にもなります。 

適度な飲酒は、健康によい影響を与えたり、休養やくつろぎなどの効果があります

が、過度の飲酒は、肝臓の機能低下、高血圧症、脳血管疾患、精神障害など、多くの病

気の原因となります。 

妊娠中の飲酒は妊娠合併症などのリスクを高めるだけではなく、胎児性アルコール

症候群や子どもの発達障害を引き起こすとされています。また、20 歳未満の者の飲酒

は、急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやすいほか、飲酒開始年齢が若いほど将来

のアルコール依存の危険が高くなります。 

アルコール依存症になると、社会への適応力の低下、家庭の崩壊など、深刻な問題を

引き起こすことがあることから、「節度ある適度な飲酒量」など飲酒に関する知識の普

及が求められています。 

 

 

● 現 状 ● 

 

◇健康意識調査では、飲酒の状況は、約５割に飲酒習慣があります。 

◇健康意識調査では、１日の飲酒量が日本酒で３合以上の「多量飲酒」にあたる人は

男性 10.1％、女性 1.4％となっています。 

◇健康意識調査では、「節度ある適度な飲酒」の酒量について、41.6％が「知らない」

と回答しています。 

◇妊婦で飲酒をする人は目標値０％となっています。 

 

● 課 題 ● 

◆飲酒は、節度ある適度な飲酒習慣を身につけることが重要です。特に、１日純アル

コール 60g 以上の多量飲酒者、あるいは、男性 40g 以上、女性 20g 以上の生活習

慣病リスクを高める飲酒をしている者に対する節酒などの飲酒習慣の改善が必要

です。 

◆妊娠中の飲酒は、胎児に悪い影響（流産、死産、先天異常）を及ぼす危険性がある

ことを周知していく必要があります。 

◆20歳未満の者の飲酒は、成長・発達の妨げとなり、社会的な問題を引き起こす危

険性があることから、20歳未満の者の飲酒を防止する取り組みを推進する必要が

あります。 

◆こころの健康づくりと連携し、アルコール関連問題が深刻化する前に、早期に相

談できる体制構築が必要です。 
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■飲酒習慣 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

 

■１日の飲酒量 

資料：令和 4年度健康意識調査  

  

40.5 

24.5 

61.4 

38.4 

43.1 

32.9 

14.6

22.3

4.3

3.7 

5.9 

0.7 

2.4

4.3

0.3

0.7

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：328人)

男性(回答者：188人)

女性(回答者：140人)

（％）

１合未満 １合以上２合未満 ２合以上３合未満

３合以上４合未満 ４合以上５合未満 ５合以上

23.9 

12.8 

32.0 

26.5

20.4

31.0

19.5 

30.1 

11.8 

7.3

9.7

5.5

7.1

11.1

4.3

7.9

9.3

6.8

6.7

5.5

7.6

1.0

1.0

1.0

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：686人)

男性(回答者：289人)

女性(回答者：397人)

（％）

飲めない・飲まない ほとんど飲まない 毎日飲む
週5～6日飲む 週3～4日飲む 週1～2日飲む
月1～3日飲む 無回答
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■生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人」とは、1日当たりの純アルコール摂取量
が男性で 40g 以上、女性で 20g以上の人とし、以下の方法で算出。 

 
①男性：「毎日×2 合以上」＋「週 5～6 日×2合以上」＋「週 3～4 日×3合以上」＋「週 1
～2 日×5合以上」＋「月 1～3日×5合以上」 

 
②女性：「毎日×1 合以上」＋「週 5～6 日×1合以上」＋「週 3～4 日×1合以上」＋「週 1
～2 日×3合以上」＋「月 1～3日×5合以上」 

＜厚生労働省「国民健康・栄養調査報告」／令和元年＞ 

 

  

12.5 

5.5 

1.7 

2.5 

0.7

2.0 0.3 

85.1

89.7

0 20 40 60 80 100

男性(回答者：289人)

女性(回答者：397人)

（％）

毎日×2合以上 週5～6日×2合以上

週3～4合×3合以上 週1～2日×5合以上

月1～3日×5合以上 飲酒をしない・リスクが低い
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■適度な飲酒量の認知度 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

 

（純アルコールに換算して約 20～25gのお酒のこと） 

   ビール（アルコール度 5度）・・・・・・・中瓶 1本（500ml） 

   日本酒（アルコール度 15 度）・・・・・・・1合（180ml） 

   焼酎（アルコール度 25 度）・・・・・・・・0.6 合（約 110ml） 

   ウイスキー（アルコール度 43度）・・・・・ダブル 1杯（60ml） 

   ワイン（アルコール度 14 度）・・・・・・・1/4 本（約 180ml） 

   缶チューハイ（アルコール度 5度）・・・・ 1.5 缶（約 520ml） 

※飲酒量をお酒の種類毎に換算 

 

 

■妊婦の飲酒の状況 

ときどき飲む・週３日くらい飲む・毎日飲む…いずれも０人 

資料：令和４年度妊娠届出時アンケート  

  

適度な飲酒量 

58.3 

70.1 

49.3 

41.7

29.9

50.7

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：633人)

男性(回答者：274人)

女性(回答者：359人)

（％）

知っている 知らない

妊娠後やめた

51.0%

飲まない

49.0%

（回答者：145人 ）
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● 今後の方向性 ● 

 

飲酒に関する今後の方向性 

方向性 節度ある適度な飲酒量や生活習慣病・アルコール依存症と飲酒との関連に

ついての普及啓発に努めます。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

 ・20 歳未満の者や妊娠中、授乳中は、飲酒しません。 

・家庭では、子どもの手の届く所に、アルコールは置きません。 

 ・子どもや妊婦にはアルコールをすすめません。 

 ・飲酒が体に及ぼす影響について正しく理解し、飲酒に対する認識を高めます。 

・節度ある適度な飲酒量を知り、適正な飲酒に努めます。 

・週２日以上は、休肝日をもうけます。 

・アルコールについて悩んだら、一人で抱え込まず相談します。 

 

町の取り組み 

◆ 成長期（０～17 歳） 

 ・飲酒が 20 歳未満の身体に及ぼす影響について、正しい知識の普及啓発に努めま 

す。 

 ・妊娠中の飲酒は胎児に悪影響を与えることの知識の普及啓発に努めます。 

◆ 成人期（18～64 歳） 高齢期（65 歳以上） 

 ・飲酒が 20 歳未満の身体に及ぼす影響について、正しい知識の普及啓発に努めま 

す。 

 ・「節度ある適度な飲酒量」の普及啓発に努めます。 

 ・多量飲酒による身体への害について普及啓発に努めます。 

 ・アルコール問題を抱える本人・家族への支援の充実に努めます。 
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● 目標指標 ● 

 

飲酒に関する目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

多量に飲酒する人の減少(ビール中瓶３本以上) 
男性 

女性 

④ 

④ 

10.1％ 

1.4％ 
⑮ 

0.8％ 

0.8％ 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者

の割合の減少 

男性 

女性 

④ 

④ 

14.8％ 

10.3％ 
⑮ 

9.0％ 

7.0％ 

「節度ある適度な飲酒量」を知っている者の割合の

増加 

男性 

女性 

④ 

④ 

70.1％ 

49.3％ 
⑮ 

90.0％ 

65.0％ 

妊娠中の飲酒をする人をなくす 妊婦 ④ 0.0％ ⑮ 0.0％ 

20 歳未満の者の飲酒をなくす 
県民生活習慣

実態調査（岩

手県） 

④ 0.0％ ⑮ 0.0％ 
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７ 喫煙 

 

喫煙は、がん、循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患等）、呼吸器疾患（ＣＯＰＤ等）、

糖尿病の発症に関連があるだけでなく、歯周病、周産期の異常（早産、低出生体重児、

死産、乳児死亡等）等の予防可能な危険因子であり、喫煙による健康被害を回避するこ

とが重要です。特にも 20歳未満の者や妊娠中の喫煙は健康への影響も大きく、妊婦に

おいては胎児や出生児へも大きな影響を及ぼす危険が高いため、喫煙をなくす取り組

みを推進する必要があります。 

また、たばこの煙は、主流煙より副流煙に有害物質が含まれており、受動喫煙によっ

て周囲の人々の健康にも悪影響を及ぼします。平成 30年７月の健康増進法の一部改正

では、受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等には特に配慮が必要とさ

れ、令和２年７月からは多くの人が利用する様々な施設において原則屋内の禁煙が義

務付けられたことからも、引き続き受動喫煙防止対策を推進していきます。 

 

● 現 状 ● 

 

◇健康意識調査では、喫煙率は、男性が 24.3％、女性が 6.2％となっており、全国

（R4：男性 25.4%、女性 7.7%）より低い状況です。年代別では、30歳代が 20.0％、

50歳代が 18.9％、40歳代が 17.0%の順になっています。 

◇健康意識調査では、現在喫煙している人の禁煙意向は、「やめたい」と回答した人

は、38.0％、「やめたくはないが、本数を減らしたい」と回答した人は 8.0％と、

合わせると 66.0％がたばこをやめるか減らしたいと考えていることがわかります。 

◇健康意識調査では、家族があなたのいる部屋で喫煙するかについて、「吸う」と回

答した人は 22.2%となっており、前回調査時（H25）の 27.8%より減少しています。 

 

● 課 題 ● 

 

◆喫煙による身体への影響や受動喫煙の害についての知識を広く周知し、禁煙を希

望する人が十分な支援を受けられるよう取り組む必要があります。 

◆非喫煙者でも受動喫煙による健康への影響が大きいことから、公共施設、職場や家

庭においても受動喫煙防止に一層取り組む必要があります。 

◆妊娠中の喫煙は、妊婦自身の健康への影響にとどまらず、胎児や出生児へも大きな

影響を及ぼす危険が高く、妊婦の喫煙防止に取り組む必要があります。  
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■男女別喫煙率 

資料：令和 4年度健康意識調査 

 

 

■年代別喫煙率 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

  

13.8 

24.3 

6.2 

19.9

36.3

7.9

65.8

39.4

84.9

0.6

1.0

0 20 40 60 80 100

全体(回答者：695人)

男性(回答者：292人)

女性(回答者：403人)

（％）

現在吸っている 昔は吸っていたが今はやめている 吸っていない 無回答

9.3 

20.0 

17.0 

18.9 

16.7 

6.9 

4.7

18.7

13.8

19.8

25.3

22.7

81.4

60.0

69.1

61.3

58.0

70.0

4.7

1.3

0.5

0 20 40 60 80 100

20歳代(回答者：43人)

30歳代(回答者：75人)

40歳代(回答者：94人)

50歳代(回答者：111人)

60歳代(回答者：162人)

70歳代(回答者：203人)

（％）

現在吸っている 昔は吸っていたが今はやめている 吸っていない 無回答
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■禁煙について 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

 

■たばこを吸い始めたきっかけ 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

  

48

14

1

20

16

1

35

5

0 10 20 30 40 50

好奇心

友人に誘われた

家族に勧められた

身近な喫煙者の真似

イメージへの憧れ…

やせたかった

なんとなく

その他

（人）

有効回答：136人（複数回答可）

やめたいと思う

38.0%

やめたいと

は思わない

34.0%

やめたくないが、本数は

減らしたい

28.0%

(回答者：100人)
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■たばこを吸う方が、あなたのいる部屋でたばこを吸うか 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

 

■妊婦の喫煙状況 

資料：令和４年妊娠届出時アンケート  

 

  

吸う

22.2%

吸わない

77.8%

(回答者：203人)

吸わない

89.7%

妊娠してからやめた

9.7%

今も吸っている

0.7%

(回答者：145人)
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● 今後の方向性 ● 

喫煙に関する今後の方向性 

方向性１ 喫煙が、健康に及ぼす影響についての正しい知識の普及に努めます。 

方向性２ 受動喫煙防止を一層推進します。 

方向性３ 喫煙者の禁煙支援に取り組みます。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

 ・20歳未満の者や妊娠中、授乳中は、たばこを吸いません。 

・喫煙マナーを守り、妊婦や子どもの前ではたばこを吸わず、分煙に取り組みます。 

・喫煙が健康に及ぼす影響について正しく理解し、喫煙に対する認識を高めます。 

・家族では、喫煙による体への影響を子どもに正しく教え、子どもの手の届く所に、たば

こはおきません。 

・禁煙を希望する場合は、禁煙外来や健康相談を利用します。 

・禁煙を希望する場合、家族や周りは、禁煙が成功できるよう応援します。 

 

町の取り組み 

◆ 成長期（０～17歳）  

 ・喫煙が、健康に及ぼす影響についての正しい知識の普及に努めます。 

 ・喫煙が、20歳未満の身体へ及ぼす影響について、正しい知識の普及に努めます。 

 ・学校と連携し、喫煙防止教育の実施、たばこが及ぼす健康への悪影響や受動喫煙防止に

関わる知識の普及啓発を行います。 

◆ 成人期（18～64歳） 高齢期（65歳以上） 

・喫煙が、健康に及ぼす影響についての正しい知識の普及に努めます。 

 ・喫煙が、妊産婦の身体へ及ぼす影響について、正しい知識の普及に努めます。 

・禁煙を希望する人への情報提供、相談しやすい環境整備等、禁煙支援の充実に努めます。  

 

● 目標指標 ● 

喫煙に関する目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

家庭で受動喫煙の機会を有する者の割合の減少  ④ 22.2％ ⑮ 6.0％ 

喫煙している 20歳以上の者の割合の減少 
男性 

女性 

④ 

④ 

24.3％ 

6.2％ 

⑮ 

⑮ 

21.0％ 

4.0％ 

妊娠中の喫煙をなくす  ④ 0.7％ ⑮ 0.0％ 

20歳未満の者の喫煙をなくす 
県民生活習慣
実態調査（岩

手県） 
④ 0.0％ ⑮ 0.0％ 
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８ 生活機能の維持・向上 

 

健康寿命の延伸に向けて、生活習慣病の予防とともに、心身の健康及び生活機能を可

能な限り維持・向上させることが重要です。身体の健康に関連したところでは、ロコモ

ティブシンドロームの予防や骨粗鬆症予防検診受診率向上、こころの健康に関連した

ところでは、うつや不安の軽減に向けた取り組みが必要です。 

 

● 現 状 ● 

 ◇令和４年度の国民生活基礎調査によれば、足腰に痛みのある高齢者の人数（人口千人

当たり）は、県 244人で、全国 229人を上回っています。 

◇令和３年度骨粗鬆症予防検診受診率は、6.3％であり、全国値の 5.3％を上回っていま

す。また、令和４年度受診率は、9.4％であり大きく上昇しました。 

 ◇健康意識調査では、気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合

は（Ｋ６：10点以上）15.5％であり、県 11.7％、全国平均 9.8％よりも上回っていま

す。 

  

● 課 題 ● 

◆ロコモティブシンドロームは、フレイルの構成要素の１つとして挙げられていること

から、ロコモティブシンドロームを予防し、介護が必要となる割合を低下させること

が必要です。 

◆骨粗鬆症の予防や早期発見のために骨粗鬆症予防検診の受診率の向上に取り組む必要

があります。 

◆町民一人ひとりが適度な運動やバランスのとれた栄養・食生活、休養などによるスト

レスの解消が出来るよう、こころの健康を保つための情報の普及啓発を継続していく

必要があります。 
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  ■足腰に痛みがある高齢者（65歳以上）の人数（人口千人あたり） 

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」  

 

 

■骨粗鬆症予防検診の受診率 

資料：矢巾町 健康長寿課 

岩手県・全国 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」  

  

242
244

232
229

220

225

230

235
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● 今後の方向性 ● 

生活機能の維持・向上に関する今後の方向性 

方向性１ ロコモティブシンドローム予防のための普及啓発を行います。 

方向性２ 骨粗鬆症予防検診受診率向上により、骨粗鬆症の早期発見・早期治療に

努めます。 

方向性３ こころの健康づくりに必要な知識の普及啓発や情報の発信に努めます。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

・定期的に健（検）診を受け、自らの健康状態の把握に努めます。 

・ロコモティブシンドロームやサルコペニア※、フレイルについて学び、予防に努めます。 

・適度な運動やバランスのとれた栄養・食生活、休養などを心がけます。 

・地域の行事や活動、イベントに家族や近所へ声をかけあい参加します。 

・自分や周りの人の、こころの健康に関心を持ちます。 

 

町の取り組み 

◆成長期（０～17歳）・成人期（18～64歳）・高齢期（65歳以上） 

・運動することの楽しさを感じられる取り組みに努めます。 

・ロコモティブシンドロームやサルコペニア、栄養を含めたフレイル予防のため介護予防の

推進に努めます。 

・骨粗鬆症の早期発見や早期治療のため検診の受診率向上に努めます。 

・こころの健康づくりに必要な知識の普及啓発に努めます。 

 

● 目標指標 ● 

 

生活機能の維持・向上に関する目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

腰痛や手足の関節に痛みがある者の減少（人口千人

当たり）（65歳以上） 

国民生活基礎

調査(岩手県) 
④ 244 ⑮ 210 

骨粗鬆症予防検診受診率の向上 女性 ④ 9.4% ⑮ 15％ 

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じて

いる者の割合の減少（Ｋ６：10点以上）（再掲） 
 ④ 15.5％ ⑮ 10％ 
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９ 社会環境の質の向上 

 

就労、ボランティア、通いの場等の居場所づくりや社会参加の取り組みに加え、町民

一人ひとりがより緩やかな関係性も含んだつながりを持つことができる環境整備や、

こころの健康を守るための環境整備を行うことで、社会とのつながり・こころの健康の

維持及び向上を図ります。 

また、健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする自然に健康になれる

環境づくりの取り組みを実施し、健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向けた健康

づくりを推進します。 

 

● 現 状 ● 

 ◇令和４年度岩手県県民生活習慣実態調査によると、地域の人々のつながりについて、

「お互いに助け合っている」と思う人は 39.2％で、前回結果より減少傾向となってい

ます。 

◇健康意識調査では、就業または地域の行事やボランティア活動に参加している人は、

「参加している」が 30.0％、「たまに参加している」が 25.9％となっています。 

 

● 課 題 ● 

◆地域とのつながりを持つことは心身の健康、生活習慣等によい影響を与えることから、

子どもから高齢者まで多様な年齢層による自助や共助を引き出す活動を進める必要が

あります。 

◆就労、ボランティア、通いの場等の居場所づくりや地域の行事への参加促進を図り、

地域とのつながりを持つことができる環境整備をしていく必要があります。 
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■地域の人々とつながりが強いと思う者（岩手県） 

資料：岩手県「県民生活習慣実態調査」  

 

 

■就業または地域の行事やボランティア活動への参加 

資料：令和 4年度健康意識調査  
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● 今後の方向性 ● 

社会環境の質の向上に関する今後の方向性 

方向性１ 高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、町民による自

主的な健康づくり活動等地域における支えあい体制づくりを推進しま

す。 

方向性２ こころの健康づくりに必要な知識の普及啓発や情報の発信に努めます。 

方向性３ 自然に健康になれる環境づくりを推進します。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

・地域の行事や活動、イベントに家族や近所へ声をかけあい参加します。 

・食事を通して家族や地域の仲間などとふれあい、食事を楽しみます。 

・自分や周りの人の、こころの健康に関心を持ちます。 

 

町の取り組み 

◆成長期（0～17 歳）・成人期（18～64 歳）・高齢期（65歳以上） 

・地域のつながりを持つことができるよう、自助や共助を引き出す活動を支援します。 

・子どもから高齢者まで世代をこえてすべての町民が身近な地域で交流活動を通じて、地

域での支え合い体制を構築する通いの場等の居場所づくりを支援します。 

 ・こころの健康づくりに必要な知識の普及啓発に努めます。 

 ・健康に配慮した食事メニューの紹介や提供の促進を、スーパーや飲食店等に働きかけま

す。 

 ・運動習慣の定着を図るため、ICT を活用した健康づくり事業の推進を行います。 

 

● 目標指標 ● 

 

社会環境の質の向上に関する目標指標  
年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

地域の人々とのつながりが強いと思う者の割

合の増加 

県民生活習慣実

態調査(岩手県) 
④ 39.2％ ⑮ 45.0％ 

いずれかの社会活動（就労・就学を含む）を行

っている者の割合の増加（一部再掲） 
 ④ 55.9% ⑮ 60.0％ 

地域等で共食※している者の割合の増加   ⑪ 

国民健康・栄養

調査項目にあわ
せて中間評価に

て再調査 

⑮ 30.0％ 

  ※共食…「誰かと一緒に食事をすること」を指し、家族や友人、仲間、地域の方等が食卓を囲ん

でコミュニケーションを取りながら食事をすることを指します。 
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10 ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

 

生涯にわたり健康な生活を送るためには、性差や年齢等も加味しながら、成長期、成

人期、高齢期の各ライフステージに応じた健康的な生活習慣づくりに取り組むことが必

要です。また、現在の健康状態はこれまでの自らの生活習慣や生活環境等の影響を受け

る可能性や次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があり、生涯を経時的にとらえた健康

づくり（ライフコースアプローチ）の取り組みが必要です。 

 

 

 

幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きく影響を与え

るため、子どもの健康を支える取り組みが必要です。 

 

● 現 状 ● 

 ◇運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもは、中学 1年生男子で 26.6％、中学 1年

生女子で 41.6％となっています。（岩手県環境保健研究センター「生活習慣病予防支援

システム」（令和４年学校保健対策事業領域集計結果） 

◇本町の肥満傾向児の割合は、全ての学年で全国を上回っています。 

◇20歳未満の者の飲酒は、平成 28年度・令和４年度調査では０％となっています。 

（岩手県県民生活習慣実態調査） 

◇20歳未満の者の喫煙は、平成 28年度・令和４年度調査では０％となっています。 

（岩手県県民生活習慣実態調査） 

  

● 課 題 ● 

◆健康的な運動習慣を身につけることは心身の健康の保持・増進や体力の向上、生涯を通

じた健康づくりにつながるため、子どもの運動習慣の形成に努める必要があります。 

◆子どものころから、成人期まで適正体重を維持し、健康的な生活を送ることで、生活習

慣病のリスク要因である肥満を減少させることが必要です。 

◆20歳未満の飲酒及び喫煙を防止する取り組みを推進していく必要があります。 

  

（１）子どもの健康づくり 
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■運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもの割合（岩手県） 

資料：岩手県環境保健研究センター「生活習慣病予防支援システム  

（令和 4年学校保健対策事業領域集計結果）」 

 

■令和３年度肥満傾向児の出現率 

資料：文部科学省「令和３年度学校保健統計調査」  
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● 今後の方向性 ● 

子どもの健康に関する今後の方向性 

方向性１ 子どもの健やかな成長及び発達を支援します。 

方向性２ 正しい生活習慣を身につけるための普及啓発を行います。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

・早寝・早起き・バランスのよい食事、適度な運動を心がけます。 

 

町の取り組み 

・運動する楽しさを感じられるような取り組みに努めます。 

・正しい生活習慣について、知識の普及に努めます。 

・飲酒・喫煙に関する健康に与える影響について、啓発を行います。 

 

● 目標指標 ● 

 

子どもの健康づくりに関する目標指標  
年
度 

現状値 
年
度 

目標値 

子ども 運動やスポーツを習慣的に行って

いない子どもの減少（再掲） 

令和 4 年学校保健対

策事業領域集計結果

（岩手県） 

④ 
男子 26.6％ 

女子 41.6% 
⑮ 

男子 20.0％ 

女子 35.0% 

児童・生徒における肥満傾向児の

割合の減少（再掲） 
小学 5 年生 ③ 12.6％ ⑮ 11.0％ 

20歳未満の者の飲酒をなくす（再

掲） 

県民生活習慣実態調査 

(岩手県) 
④ 0.0％ ⑮ 0.0％ 

20歳未満の者の喫煙をなくす（再

掲） 

県民生活習慣実態調査 

(岩手県 
④ 0.0％ ⑮ 0.0％ 
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高齢者の健康は、加齢等に伴う身体の様々な機能低下や生活環境の変化、社会とのつ

ながり等が複合的に絡み合うことから、生活機能を維持するためには、適正な食生活と

身体活動の保持、社会参加などが重要です。 

 

● 現 状 ● 

 ◇低栄養高齢者（BMI20未満）の状況は、男性 11.2％、女性 27.0％となっています。（令

和４年度後期高齢者健康診査より） 

◇令和４年度の国民生活基礎調査によれば、足腰に痛みのある高齢者の人数（人口千人当

たり）は、県 244人で、全国 229人を上回っています。 

◇健康意識調査では、社会活動を行っている高齢者（就業または地域の行事やボランティ

ア活動に参加している 65歳以上）は、「参加している」は 24.1％、「たまに参加してい

る」は 29.5％となっています。 

  

● 課 題 ● 

◆フレイル予防のため、高齢者の低栄養を防ぎ、適正体重を維持することが必要です。 

◆ロコモティブシンドロームは、フレイルの構成要素の１つに挙げられていることから、

ロコモティブシンドロームを予防し、介護が必要となる割合を低下させることが必要で

す。 

◆高齢期における就業、ボランティア活動、趣味などの社会参加、社会貢献活動は、身体

的、心理的に良い影響を与えると言われており、生きがいづくりや社会参加の促進が重

要です。 

  

（２）高齢者の健康づくり 
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■低栄養高齢者の状況 

資料：令和４年度後期高齢者健康診査  

 

■足腰に痛みがある高齢者（65歳以上）の人数（人口千人あたり） 

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」  
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■就業または地域の行事やボランティア活動に参加していますか。（65歳以上） 

 

 

資料：令和 4年度健康意識調査 

  

参加している

24.1%

たまに参加し

ている

29.5%

参加していない

45.4%

無回答

1.0%

(回答者：295人)
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● 今後の方向性 ● 

高齢者の健康に関する今後の方向性 

方向性 低栄養やロコモティブシンドローム予防のための普及啓発を行います。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

・適切な食事量を理解し、適量摂取を実践します。 

・ロコモティブシンドロームやサルコペニア、フレイルについて学び、予防に努めます。 

・できる範囲で地域の行事や活動などに参加します。 

 

 

 

町の取り組み 

・ロコモティブシンドロームやサルコペニア、栄養を含めたフレイル予防のための介護予防

の推進に努めます。 

・身近な地域で交流活動を通じて、地域での支え合い体制を構築する通いの場等の居場所づ

くりを支援します。 

 

● 目標指標 ● 

 

高齢者の健康づくりに関する目標指標 
 

年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

高齢者 低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下）の高齢者の割

合の減少（再掲） 

男性 

女性 
④ 

11.2％ 

27.0% 
⑮ 

10％ 

15％ 

腰痛や手足の関節に痛みがある者の減少（人

口千人当たり）（65歳以上）（再掲） 

国民生

活基礎

調査

(岩手

県) 

④ 244 ⑮ 210 

いずれかの社会活動（就労・就学を含む）を

行っている高齢者の割合の増加（一部再掲） 
 ④ 53.6％ ⑮ 60％ 
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女性は、生涯を通じてライフステージごとに女性ホルモンが大きく変動し、心身の状

態や変化に影響を受けやすいとされており、女性特有の健康課題に対する取り組みが重

要です。 

 

● 現 状 ● 

 ◇健康意識調査では BMI18.5 未満の 20 歳～30 歳代女性の割合は 14.7％となっています。 

◇令和３年度骨粗鬆症予防検診受診率は、6.3％であり、全国値の 5.3％を上回っていま

す。また、令和４年度受診率は、9.4％であり大きく上昇しました。 

◇健康意識調査では「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人」（１日当たりの

純アルコール摂取量が女性で 20g以上）は、10.3％と、前回（平成 25年）の 9.9％より

多くなっています。 

◇妊婦の喫煙率は、令和４年度妊娠届出時アンケートでは 0.7％となっています。 

  

● 課 題 ● 

◆若年女性のやせは、女性ホルモンの分泌低下や骨量の減少のほか、低出生体重児出産の

リスクがあり、次世代の健康の観点からもやせの者を減少させる必要があります。 

◆骨粗鬆症は自覚症状がないことが多く気づくことが難しいため、早期発見のために骨粗

鬆症検診の受診率の向上に取り組む必要があります。 

◆多量飲酒のリスク及び適正飲酒に関する啓発を行う必要があります。 

◆妊娠中の喫煙は妊婦自身の健康への影響にとどまらず、胎児の健康にも大きな影響を及

ぼす危険が高いことから、妊婦の喫煙をなくす取り組みを推進する必要があります。 

  

（３）女性の健康づくり 
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■女性の BMIの状況 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

■骨粗鬆症予防検診の受診率 

資料：矢巾町 健康長寿課  
   岩手県・全国 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」  
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女性全体
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(回答者：68人)

（％）

18.5未満 18.5以上25未満 25以上
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
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矢巾町 岩手県 全国
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■生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人 

資料：令和 4年度健康意識調査  

 

■妊婦の喫煙状況 

資料：令和 4年度妊娠届出時アンケート  

 

  

12.5 

5.5 

1.7 

2.5 

0.7

2.0 0.3 

85.1

89.7

0 20 40 60 80 100

男性(回答者：289人)

女性(回答者：397人)

（％）

毎日×2合以上 週5～6日×2合以上

週3～4合×3合以上 週1～2日×5合以上

月1～3日×5合以上 飲酒をしない・リスクが低い

吸わない

89.7%

妊娠してからやめた

9.7%

今も吸っている

0.7%

(回答者：145人)
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● 今後の方向性 ● 

女性の健康に関する今後の方向性 

方向性 生涯を通じて健康的に生活することができるようライフステージに合わせ

た女性特有の健康課題に対する取り組みを行います。 

 

● 具体的な取り組み ● 

町民一人ひとりの取り組み 

・適正体重を理解し、適切な量と質の食事摂取について実践します。 

・定期的に骨粗鬆症予防検診を受け、自らの健康状態の把握に努めます。 

・多量飲酒による身体への害を理解し、適切な飲酒に努めます。 

・妊娠中の喫煙の害を理解し、喫煙をしません。 

 

町の取り組み 

・適正体重と、適切な量と質の食事摂取について普及啓発に努めます。 

・骨粗鬆症の早期発見や早期治療のため検診の受診率向上に努めます。 

・多量飲酒による身体への害について普及啓発に努めます。 

・妊娠中の喫煙の害について普及啓発に努めます。 

 

● 目標指標 ● 

 

女性の健康に関する目標指標 
 

年

度 
現状値 

年

度 
目標値 

女性 ＢＭＩ18.5 未満の20 歳～30 歳代女性の

割合の減少 
 ④ 14.7％ ⑮ 13％ 

骨粗鬆症予防検診受診率の向上（再掲）  ④ 9.4% ⑮ 15％ 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい

る女性の割合の減少（再掲） 
 ④ 10.3％ ⑮ 6.4％ 

妊娠中の喫煙をなくす（再掲）  ④  0.7％ ⑮ 0.0％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進及び評価 
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第５章 計画の推進及び評価 

１ 推進体制 

 

健康づくり推進のためには、町民一人ひとりが、地域や地区組織、教育施設や学校、

医療機関、事業所、行政とともに健康づくりに取り組んでいけるよう、協働による健康

づくりを推進します。 

 

 

 

    

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

町民 

行政 

医療機関 

歯科医院 

薬局等 

地域 

地区組織 

体育館 

運動施設 

医療保険者 

事業所

（職場） 

保育園 
幼稚園 

認定こども園 
学校 
児童館 

保健推進員協議会、食生活改善

推進員協議会、 
自治会、民生児童委員協議会、

老人クラブ等 
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２ 計画の評価及び見直し 

 

・本計画については、数値目標の達成状況、取り組みの結果など、「矢巾町健康づくり協

議会」「矢巾町生きいきまちづくり委員会」等を通じて、毎年度、進捗状況の把握と検証

を行います。 

・計画の評価については、中間年にあたる令和 11 年度に中間評価を行い、その結果を

踏まえて、基準となる数値や目標値等も含め、必要に応じて計画の見直しを行います。 

・計画期間が終了する 1 年前の令和 15 年度に、健康意識調査等により健康づくりに関

する意識の浸透状況や町民の意向を把握するとともに、最終評価として目標値の達成状

況を分析します。 

・中間評価及び最終評価にあたっては、国の「健康日本２１（第三次）」における評価手

法を参考とします。 

・本計画の進捗状況及び評価結果については、町のホームページにおいて公表します。 
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資 料 

１ 健康やはば２１(第２次)の評価 

 

各目標について、データ分析等を踏まえ以下の 5 段階で評価（健康日本 21（第二次）最

終評価に準拠） 

 

判定方法：ベースライン時の値と最終評価時の値を比較 

Ａ 目標値に達した 目標に達したように見える、かつ片側 P 値（vs.目標値）

<0.05 

Ｂ 目標値に達していないが、

改善傾向にある 

改善したように見える、かつ片側 P 値（vs.ベースライ

ン時）<0.05 

Ｃ 変わらない ＡＢＤ以外 

Ｄ 悪化している 悪化したように見える、かつ片側 P 値（vs.ベースライ

ン時）<0.05 

Ｅ評価が困難 中間評価時に新たに設定した指標又は把握方法が異な

るためそもそも比較できない調査 

※比較は健康日本 21（第二次）最終評価に準拠し、国立保健医療科学院生涯健康研究部

(横山徹爾先生)から公表されている「健康増進計画等の数値目標の評価に役立つツール

集」から「数値目標の評価用計算シート（簡易版）（エクセルファイル）」を使用した。 

 

最終評価の結果概要  

健康やはば 21（第 2 次）においては、６８項目の目標が設定されており、最終評価の

結果は表のとおりです。 

「Ａ 目標値に達した」と「Ｂ 現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある」が

合わせて 21 項目（約 3.1 割）である一方、「Ｃ 変わらない」と「Ｄ 悪化している」が 

43 項目（約 6.3 割）となっています。 

策定時のベースライン値と直近の実績値

を比較 

項目数（再掲除く） 

Ａ 目標値に達した  9（13.2％） 

Ｂ 現時点で目標値に達していないが、

改善傾向にある 

12（17.6％） 

Ｃ 変わらない  32（47.1％） 

Ｄ 悪化している  11（16.2％） 

Ｅ 評価困難  ４（5.9％） 

合計 ６８（100.0％）  
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１ 生活習慣病予防 

目標指標 
年
度 

ベース 
ライン値 

年
度 

目標値 
実績 

（評価） 
備考 評価 

（参考）

国評価 

特定健康診査の受診率の

向上 
㉓ 49.1％ ㉙ 70.0％ 

㉙52.0％ 

③47.2％ 

法定報告

値 
D B 

特定保健指導の実施率 ㉓ 34.8％ ㉙ 65.0％ 
㉙40.5％ 

③24.3％ 

法定報告

値 
D B 

特定健康診査におけるメ

タボリックシンドローム

該当者及び予備群の割合

の減少 

      C 

D 

該当者割合 ㉓ 17.9％ ㉙ 15.0％ 
㉙21.4％ 

③20.2％ 法定報告

値 

D 

予備群者割合 ㉓ 11.0％ ㉙ 9.0％ 
㉙8.1% 

③8.2% 
B 

ＣＯＰＤの認知度の向上 ㉓ 33.5％ ㉞ 80.0％ ④38.8％ 
R4 健康

意識調査 
B C 

がん検診の受診率の向上         

胃がん ㉓ 25.0% ㉘ 50.0％ 
㉘21.7％ 

④18.3% 
町受診率 E B 

肺がん ㉓ 26.6％  ㉘ 50.0％ 
㉘27.3％ 

④28.2% 
町受診率 E B 

大腸がん ㉓ 36.0％ ㉘ 50.0％ 
㉘34.4％ 

④32.5% 
町受診率 D B 

子宮頸がん（女性） ㉓ 39.2％ ㉘ 50.0％ 
㉘34.9％ 

④32.4% 
町受診率 D B 

乳がん（女性） ㉓ 40.5％ ㉘ 50.0％ 
㉘39.2％ 

④37.5% 
町受診率 D B 

悪性新生物、脳血管疾患、

心疾患の標準化死亡比の

減少 

        

悪性新生物 ㉓※１ 89.9 ㉞ 80.0 ③※２ 91.8 
岩手県環境

保健研究セ

ンター 

C 

A 心疾患 ㉓※１ 102.6 ㉞ 100.0 ③※２ 77.4 A 

脳血管疾患 ㉓※１ 125.4 ㉞ 100.0 ③※２ 85.4 A 

※１ H19-23 の 5 年平均 

※２ H29-R3 の 5 年平均 
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２ 身体活動・運動 

目標指標 
年
度 

ベース 
ライン値 

年
度 

目標値 
実績 

（評価） 
備考 評価 

（参考）

国評価 

日常生活における歩数の

増加 
        

20～64 歳男性 ㉕ 5,498 歩 ㉞ 8,000 歩 ④5,399 歩 

R4 健康

意識調査 

C C 

20～64 歳女性 ㉕ 4,527 歩 ㉞ 7,000 歩 ④4,342 歩 C  

65 歳以上男性 ㉕ 3,686 歩 ㉞ 6,000 歩 ④3,854 歩 C  

65 歳以上女性 ㉕ 3,250 歩 ㉞ 5,500 歩 ④3,741 歩 B  

１回 30 分以上の運動を、

週２回以上実施し、１年以

上持続している人の増加 

        

20～64 歳男性 ㉕ 18.2％ ㉞ 28.0％ ④25.０％ 

R4 健康

意識調査 

B 

C 
20～64 歳女性 ㉕ 10.8％ ㉞ 20.0％ ④16.4％ B 

65 歳以上男性 ㉕ 26.8％ ㉞ 37.0％ ④25.0％ C 

65 歳以上女性 ㉕ 16.7％ ㉞ 27.0％ ④23.2％ C 

ロコモティブシンドロー

ム（運動器症候群）の認知

度の向上 

㉕ 23.5％ ㉞ 70.0％ ④35.0％ 
R4 健康

意識調査 
B C 

自分から積極的に外出す

る人の割合の増加 
        

60 歳以上男性 ㉕ 60.8％ ㉞ 70.0％ ④50.3％ 
R4 健康

意識調査 

D 

C 

60 歳以上女性 ㉕ 50.8％ ㉞ 60.0％ ④58.2％ B 

地域活動をしている高齢

者の増加 
        

60 歳以上男性 ㉕ 35.3％ ㉞ 55.0％ ④29.2％ 
R4 健康

意識調査 

C 

E 

60 歳以上女性 ㉕ 23.6％ ㉞ 45.0％ ④25.9％ C 
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３ 栄養・食生活 

目標指標 
年
度 

ベース 
ライン値 

年
度 

目標値 
実績 

（評価） 
備考 評価 

（参考）

国評価 

成人の肥満者 
（BMI≧25.0）の減少 

        

20～60 歳代男性 ㉕ 28.1％ ㉙ 25.0％ 
④31.2％ 
㉙33.3％ 

R4 健康
意識調査 

C 

C 40～60 歳男性 ㉓ 31.9％ ㉙ 29.0％ 
④37.0％ 
㉙29.6％ H29・

R4 特定
健診 BMI 

Ｃ 

40～60 歳女性 ㉓ 24.9％ ㉙ 23.0％ ④23.0％ C 

低栄養傾向（BMI20 以下）
の高齢者（75 歳以上）の
割合の増加の抑制 

㉓ 19.6％ ㉙ 23.0％ 
㉙19.6％ 
④18.9％ 

H29・
R4 後期
高齢者健
診 BMI 

C A 

朝食の欠食率の減少（週２
日以上の欠食） 

        

小学生 ㉔ 1.4％ ㉞ 0.0％ ④4.0％ 矢巾町食
育アンケ
ート 

E 

 中学生 ㉔ 4.7％ ㉞ 0.0％ ④3.5％ E 

高校生 ㉔ 8.3％ ㉞ 4.0％ ④15.8％ 
岩手県環境保健

研究センター 
D 

朝食の欠食率の減少（週４
日以上の欠食） 

        

20 歳代 ㉕ 19.6％ ㉞ 15.0％ ④23.3％ R4 健康意 C 
 

30 歳代 ㉕ 22.4％ ㉞ 18.0％ ④14.7％ 識調査 C 

主食・主菜・副菜をそろえ
た食事が１日２回以上の
日がほぼ毎日の者の割合
の増加 

        

20 歳代 ㉕ 34.0％ ㉞ 44.0％ ④30.2％ 

R4 健康意

識調査 

C 

C 30 歳代 ㉕ 42.0％ ㉞ 50.0％ ④44.0％ C 

40 歳代 ㉕ 49.2％ ㉞ 60.0％ ④46.8％ C 

野菜を毎食食べる者の増
加 

㉕ 50.5％ ㉞ 60.0％ ④35.3% 
R4 健康意

識調査 
D C 

塩分摂取量の減少         

男性 ㉓ 13.4g ㉞ 9.0g ④9.2g R4 特定健

診 

B 
C 

女性 ㉓ 12.5g ㉞ 7.5g ④8.7g B 

適量の食事を、１日最低１
食、家族や友人とともにゆ
っくり時間をかけてとる
者の割合の増加 

㉕ 54.4％ ㉞ 65.0％ ④47.6％ 
R4 健康意

識調査 
D  
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４ 休養・こころの健康 

目標指標 年
度 

ベース 
ライン値 

年
度 目標値 実績 

（評価） 備考 評価 （参考）

国評価 

最近１か月間にストレス
を感じた人の割合の減少 

㉕ 53.5％ ㉞ 50.0％ ④54.8％ 
R4 健康

意識調査 
C  

睡眠によって休養が十分
にとれていない人の割合
の減少 

㉕ 15.0％ ㉞ 8.0％ ④19.3％ 
R4 健康

意識調査 
D D 

眠りを助けるために睡眠
補助品（睡眠薬・精神安
定剤）やアルコールを使
うことのある人の減少 

㉕ 22.9％ ㉞ 11.0％ ④16.4％ 
R4 健康

意識調査 
B  

気分障害・不安障害に相
当する心理的苦痛を感じ
ている者の割合の減少
（Ｋ６：10 点以上） 

㉕ 11.8％ ㉞ 10.0％ ④15.5％ 
R4 健康

意識調査 
D C 

自殺死亡率の減少         

男性 ㉓※１ 35.7 ㉞ 30.0 ③※２ 27.1 岩手県環境

保健研究 
センター 

A B 

女性 ㉓※１ 15.5 ㉞ 13.0 ③※２ 9.6 A  

うつ病の正しい知識を持
っている人の増加 

㉕ 16.0％ ㉞ 80.0％ ④24.4％ 

R4 健康
意識調査
全問正答
者 

B  

※１ H19-23 の 5 年平均 

※２ H29-R3 の 5 年平均  
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５ 口腔保健 

目標指標 年
度 

ベース 
ライン値 

年
度 目標値 実績 

（評価） 備考 評価 （参考）

国評価 

80 歳以上における 20
歯以上の自分の歯を有す
る者の割合の増加 

㉕ 19.9％ ㉞ 25.0％ ④24.5％ 
R4 健康
意識調査 

C E 

60 歳（55～64 歳）に
おける 24 歯以上の自分
の歯を有する者の割合の
増加 

㉕ 46.3％ ㉞ 60.0％ ④61.2％ 
R4 健康
意識調査 

A E 

30・40 歳（30～49
歳）で喪失歯のある者の
割合の減少 

㉕ 43.4％ ㉞ 25.0％ ④35.7％ 
R4 健康
意識調査 

C E 

60 歳代における咀嚼良
好者の増加 

㉕ 76.1％ ㉞ 80.0％ ④75.3％ 
R4 健康
意識調査 

C C 

過去１年間に歯科健診を
受診した者の割合の増加 

㉕ 51.3％ ㉞ 60.0％ ④57.1％ 
R4 健康
意識調査 

B E 

３歳でむし歯がある者の
割合の低下 

㉓ 22.7％ ㉞ 13.0％ ④21.1％ 
地域保健
報告 

C B 

12 歳児でむし歯がある
者の割合の低下 

㉔ 23.6％ ㉞ 20.0％ ④13.2 
矢巾町教
育委員会 

A B 
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６ 飲酒 

目標指標 年
度 

ベース 
ライン値 

年
度 目標値 実績 

（評価） 備考 評価 （参考）

国評価 

多量に飲酒する人の減少
(ビール中瓶３本以上) 

        

男性 ㉕ 6.9％ ㉞ 0.8％ ④10.1％ 
R4 健康
意識調査 

C  

女性 ㉕ 4.8％ ㉞ 0.8％ ④1.4％ B  

生活習慣病のリスクを高
める量を飲酒している者
の割合の低減 

        

男性 ㉕ 13.7％ ㉞ 9.0％ ④14.8％ 
R4 健康
意識調査 

C 

D 

女性 ㉕ 9.9％ ㉞ 7.0％ ④10.3％ C 

「節度ある適度な飲酒量」
を知っている者の割合 

        

男性 ㉕ 66.5％ ㉞ 90.0％ ④70.1％ 
R4 健康
意識調査 

C  

女性 ㉕ 43.8％ ㉞ 65.0％ ④49.3％ C  

妊娠中の飲酒をする人の
減少 

㉔ 2.7％ ㉞ 0.0％ ④0.0％ 
R4 妊娠
届出時ア
ンケート 

A B 

20 歳未満の者の飲酒を
なくす（県民生活習慣実態
調査より） 

㉔ 2.6％ ㉞ 0.0％ ④0.0％ 
R4 県民
生活習慣
実態調査 

A B 

 

７ 喫煙 

  

目標指標 年
度 

ベース 
ライン値 

年
度 目標値 実績 

（評価） 備考 評価 （参考）

国評価 

家庭で受動喫煙の機会を
有する者の割合の低下 

㉕ 27.8％ ㉞ 6.0％ ④22.2％ 
R4 健康
意識調査 

C B 

喫煙している成人の割合
の減少 

        

男性 ㉕ 23.9％ ㉞ 21.0％ ④24.3％ 
R4 健康
意識調査 

C B 

女性 ㉕ 5.7％ ㉞ 4.0％ ④6.2％ C  

妊娠中の喫煙をなくす ㉔ 1.1％ ㉞ 0.0％ ④0.7％ 
R4 妊娠
届出アン
ケート 

C B 

20歳未満の者の喫煙をな
くす（県民生活習慣実態調
査より） 

㉔ 2.4％ ㉞ 0.0％ ④0.0％ 
R4 県民
生活習慣
実態調査 

A B 
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２ 矢巾町健康づくり協議会設置要綱 
 

平成30年12月213日 

告示第121号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、住民の健康づくりに関する事業（以下「事業」という。）を推進するために設置す

る矢巾町健康づくり協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 事業の推進に必要な事項に係る協議に関すること。 

(２) 事業の推進に関する連絡調整に関すること。 

(３) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、副町長及び委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、

又は任命する。 

(１) 紫波郡医師会の推薦する者 

(２) やはばデンタル会の推薦する者 

(３) 盛岡薬剤師会の推薦する者 

(４) 岩手医科大学の推薦する者 

(５) 岩手県後期高齢者医療広域連合の推薦する者 

(６) 全国健康保険協会岩手支部の推薦する者 

(７) 岩手県の職員 

(８) 矢巾町体育協会の推薦する者 

(９) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（謝礼） 

第７条 会議に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。 
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（補足） 

第９条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。 

附 則 

この告示は、平成30年12月13日から施行する。 

附 則(令和3年4月1日告示第76号) 

この告示は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則(令和5年6月1日告示第81号) 

この告示は、令和5年6月1日から施行する。 
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３ 矢巾町健康づくり協議会名簿 

 

令和６年３月時点 

組織 関係団体等・職名 氏名 

紫波郡医師会の推薦する者 一般社団法人 紫波郡医師会  

会長 

木 村 宗 孝 

やはばデンタル会の推薦す

る者 

やはばデンタル会  

会長 

松 木 和 彦 

盛岡薬剤師会の推薦する者 盛岡薬剤師会  

理事 

及 川 俊 弘 

岩手医科大学の推薦する者 岩手医科大学  

衛生学公衆衛生学講座 教授 

丹 野 高 三 

岩手県の職員 岩手県県央保健所  

所長 

仲 本 光 一 

岩手県後期高齢者医療広域

連合の推薦する者 

岩手県後期高齢者医療広域連合 

業務課長 

畠 山 敬 志 

全国健康保険協会岩手支部

の推薦する者 

全国健康保険協会岩手支部 

企画総務グループ長 

三 浦 友 美 

矢巾町体育協会の推薦する

者 

NPO法人 矢巾町体育協会 

会長 

川 村 勝 弘 

町長が必要と認める者 副町長 岩 渕 和 弘 
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４ 矢巾町生きいきまちづくり委員会設置要綱 
 

平成5年3月29日 

告示第23号 

(設置) 

第1 町民一人ひとりが健康で生きがいを持ち、安心して生涯を過ごせる地域社会を確立する

ため、矢巾町生きいきまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌) 

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 保健、医療及び福祉の課題解決方法の検討に関すること。 

(2) 保健、医療及び福祉の相互の連携に関すること。 

(3) 保健、医療及び福祉ニーズの把握に関すること。 

(4) その他前3号に準ずる事項に関すること。 

(組織) 

第3 委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、別表第1に掲げる関係団体の代表者

より町長が委嘱する。 

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員の補充によって補充された委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第4 委員会に会長及び副会長2人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり委員会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代

理する。 

(会議) 

第5 委員会は、必要に応じ会長が招集する。 

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

(部会の設置) 

第6 委員会の事務、事業の効率的推進を図るため部会を設置し、幹事若干人を置く。 

2 部会の名称及び所掌事項は、別表第2のとおりとする。 

3 幹事は、関係団体から町長が委嘱又は任命する。 

4 幹事の任期は、第3の規定を準用する。 

(部会長及び副部会長) 

第7 部会に部会長及び副部会長1人を置く。 

2 部会長及び副部会長は幹事の互選により定める。 

3 部会は部会長が招集し、主宰する。 

(庶務) 

第8 委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。 

(補則) 

第9 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 
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附 則 

この告示は、平成5年4月1日から施行する。 

附 則(平成10年3月25日告示第17号) 

この告示は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則(平成10年5月29日告示第46号) 

この告示は、平成10年6月1日から施行する。 

附 則(平成10年12月1日告示第68号) 

この告示は、平成10年12月1日から施行する。 

附 則(平成11年2月15日告示第9号) 

この告示は、平成11年3月1日から施行する。 

附 則(平成13年3月2日告示第24号) 

この告示は、平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成15年3月28日告示第39号) 

この告示は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月28日告示第55号) 

この告示は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成31年3月22日告示第18号) 

この告示は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年3月31日告示第52号) 

この告示は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年6月10日告示第101号) 

この告示は、令和4年6月10日から施行する。 

別表第1(第3関係) 

(令4告示52・令4告示101・一部改正) 

別表第1(第3関係) 

団体名等 

医師代表者 

岩手中央農業協同組合 

矢巾町商工会 

矢巾町国民健康保険運営協議会 

矢巾町介護保険運営協議会 

矢巾町社会福祉協議会 

矢巾町民生児童委員協議会 

矢巾町コミュニティ連合会 

矢巾町体育協会 

矢巾町保健推進員協議会 

矢巾町食生活改善推進員協議会 

矢巾町老人クラブ連合会 

矢巾町連合婦人会 

保健福祉施設の代表者 

知識経験者 
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別表第 2(第 6関係) 

(平 28告示 55・全改) 

部会名 所掌事項 

地域包括ケア推進部

会 

 

1 介護予防及び高齢者の社会参加に関すること。 

2 在宅医療及び介護連携の推進に関すること。 

3 認知症対策の推進に関すること。 

4 生活支援サービスの提供体制に関すること。 

5 高齢者の居住安定に関すること。 

6 高齢者の防災対策及び災害時の対応に関すること。 

健康づくり部会 

 

1 地域の保健組織活動の推進及びリーダーの養成に関するこ

と。 

2 保健予防及び保健指導に関すること。 

3 健康づくり及び食育推進に関すること。 

4 地域医療に関すること。 

福祉・こども部会 

 

1 地域の福祉組織活動の推進及びリーダーの養成に関するこ

と。 

2 ボランティア活動の推進に関すること。 

3 障がい者の保健福祉及び社会参加の支援に関すること。 

4 子育てにやさしい地域づくり及び少子化対策に関するこ

と。 

5 精神保健及び自殺予防対策に関すること。 
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５ 矢巾町生きいきまちづくり委員会名簿 

 

令和６年３月時点 

団 体 名 等 氏   名 摘   要 

医師代表者 
木 村 宗 孝  医師代表 

松 木 和 彦  歯科医師代表 

岩手中央農業協同組合 浅 沼 清 一  代表理事組合長 

矢 巾 町 商 工 会 水 本   孝  会 長 

矢巾町国民健康保険運営協議会 髙 橋 和代志  会長職務代理 

矢巾町介護保険運営協議会 村 松 隆 夫  会 長 

矢巾町社会福祉協議会 藤 原 義 一  会 長 

矢巾町民生児童委員協議会 佐々木 順 子  会 長 

矢巾町コミュニティ連合会 畠 山 栄 二  代 表（下北コミュニティ会長） 

矢 巾 町 体 育 協 会  川 村 勝 弘  会 長 

矢巾町保健推進員協議会 川 原 久 子  会 長 

矢巾町食生活改善推進員協議会 佐々木 光 枝  会 長 

矢巾町老人クラブ連合会 泉 舘 邦 夫  会 長 

矢 巾 町 連 合 婦 人 会 沼 田 けさ子  会 長 

保健福祉施設の代表者 
井 上 正 憲 

社会福祉法人敬愛会介護老人福祉施
設 悠和荘 施設長 

稲 邊 宣 彦 社会福祉法人新生会新生園施設長 

知 識 経 験 者 

吉 岡 裕 晃 矢巾町校長会会長 (矢巾中学校） 

大 峠 理 香 矢巾町保育協議会 副会長 

田 代 拓 之 
障害者地域生活支援センターしんせい 

所長 

寄 内 久 子 矢巾町手をつなぐ親の会会長 

高 野 美恵子 矢巾町母子寡婦福祉協会会長 

昆   江利子 矢巾町おれんじボランティア会長 

岩 隈 綾 菜 地域おこし協力隊 

吉 田    均 矢巾町地域包括支援センター所長 

 



122 

 

６ 健康やはば２１（第３次）策定経過 
 

日時 会議名称等 概要 

令和４年５～８月 関係課との協議 
健康やはば 21（第２次）評価のため

のアンケート内容検討 

令和４年７月 

（書面開催） 

第１回矢巾町健康づく

り協議会 

健康やはば２１（第 2 次）計画の評

価と次期計画の準備について 

令和４年９月～10月 健康意識調査の実施 
18 歳以上の町民 1,500 名に対し調

査票を送付 

令和４年 12 月～令和５

年１月 
食育アンケートの実施 

町内保育園・認定こども園・小中学

校を通じて、施設へ通う乳幼児・児

童生徒及び保護者へ配布 

令和５年３月 24日 
第２回矢巾町健康づく

り協議会 

健康やはば 21(第 2 次)計画の評価

のための住民アンケートの結果に

ついて 

令和５年７月 27日 
第３回矢巾町健康づく

り協議会 

健康やはば 21（第２次）の評価 

健康やはば 21（第３次）骨子（案） 

令和６年１月 18日 
第４回矢巾町健康づく

り協議会 
健康やはば 21（第３次）素案 

令和６年１月 29 日～２

月 29日 

パブリックコメントの

実施 

期間中、役場健康長寿課及び町ホー

ムページにおいて計画（案）を公表 

令和６年２月 28日 
矢巾町いきいきまちづ

くり委員会 
健康やはば 21（第３次）素案 

令和６年３月４日 
第５回矢巾町健康づく

り協議会 
健康やはば 21（第３次）最終案 
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～誰一人取り残さない健康づくり～ 

健康やはば 21（第３次） 
【すべての町民が健やかで心豊かに生活できる健康なまちづくりの推進】 
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